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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年１２月１６日（金）１９：００～２３：２５ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：細野大臣、園田大臣政務官（内閣府）、森山原子力災害対策監、山本

首席統括安全審査官、（原子力安全・保安院）、朝日審議官（経済産

業省）、植田（原子力被災者支援チーム）、伊藤審議官（文部科学省）、

加藤審議官（原子力安全委員会事務局）、西澤取締役社長、相澤取締

役副社長、松本本部長代理（東京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

 

○司会 

 それでは遅くなりまして申し訳ございません。ただ今から、政府・東京電力

統合対策室合同記者会見を開催させていただきます。初めに細野大臣から挨

拶及び冒頭発言がございます。 

 

＜冒頭あいさつ＞ 

○細野大臣 

 先ほど、野田内閣総理大臣からも記者会見での発表がございましたけれども、

本日、第 22 回原子力災害対策本部が開催をされまして、東京電力福島第一原

子力発電所、事故の収束に向けた道筋で定めたステップの完了が確認されま

した。事故のあった原子力発電所の原子炉については、安定状態を達成をし

ており、発電所の事故そのものは収束に至ったものと判断をいたしたもので

あります。これまで福島県民の皆さんを始め、国民の皆さんに大変なご迷惑、

ご心配、そして様々な本当に皆さんに厳しい思いをしていただかなければな

らない状況が続いてまいりました。まず冒頭、責任者として心よりお詫びを

申し上げなければなりません。そして、そうした皆さんに対して、ここに事

故そのものオンサイトについては、事故が収束したことをご報告を申し上げ

たいというふうに思います。ここに至るまでには、現場で頑張って作業を続

けた作業員の努力というのがございました。当初は、極めて過酷な状況の中

で、そして夏の時期は、灼熱の中で熱中症の恐怖にもさいなまれながら作業

を続けました。また、それを支えた現場の様々な政府関係者の努力もありま

した。特に自衛隊の皆さん、そして警察の皆さん、消防の皆さんの当初の本

当に献身的なご努力というのは、私は高く評価をされるべきものというふう

に考えております。そうした皆さんに対して、心よりの感謝とそして敬意を
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表したいというふうに考えております。私は事故の収束を担当する責任者と

して、この事故をなんとしても、現場の皆さんのそれこそ大きなダメージで

あるとか、また万が一にも死者を出すことだけは絶対にしてはならない、そ

んな思いでこの事故の収束に当たってまいりました。そして今日、事故の収

束を皆さんにご報告するに当たりまして、そうしたことが起こらずに、ここ

まで来ることができたことを報告できて、この点は本当に良かったなという

ふうに感じてるところでございます。また、国際社会からも、多大なるご協

力をいただきました。特に米国からは、深い友情のもとで、強固な同盟関係

に基づいて、物資の供与、技術のアドバイス、様々なご支援をいただきまし

た。様々な国々のご支援に対しても、心より敬意と感謝を申し上げたいとい

うふうに思います。日本の企業の皆さんの頑張りも特筆に値するというふう

に思います。技術面でも様々な困難がございましたけれども、そうしたもの

を乗越える企業の技術を発揮していただいたことに関しても、心より敬意と

感謝を申し上げたいというふうに思います。事故の収束は極めて難しいもの

であると、当初から考えておりました。また年内の冷温停止状態については、

これも無理ではないかというふうなご意見があったことも承知をしておりま

す。そうした中で、なんとかこの年内の冷温停止状態の達成、そして事故の

収束を達成することができたことは、私は極めて厳しい状況の中で日本が瀬

戸際で踏み留まったという意味で、大きな、私は今日は、日ではないかとい

うふうに感じております。今日が福島にとっても日本にとっても、改めてこ

の災害からの復旧、復興に向かうスタートの日だと、私はそう考えておりま

す。もちろん、改めて被災者の皆さんにはお詫びを申し上げなければならな

いというふう思っておりますし、それと同時に発電所の外にある様々な問題

が、益々これが大きな問題となっており、政府の対応が必要になってること

も併せて皆さまに申し上げなければなりません。私は事故の責任者として 9

ヶ月、この事故の収束というものを大きなこれは私たちの課題として取り組

んでまいりましたので、その中で様々な、私自身もやはり過ちも犯したとい

うふうに思っています。そういった意味も含めて事故の収束というのを、自

らの一つの区切りにすることも途中考えたことがございました。ただ事故の

影響がこれだけ大きく日本国内に広がってる中で、やはりこのオフサイトの

問題、被災者の皆さんに確りと向き合って問題の解決に当たっていかなけれ

ばならない、その課題の解決に向けて、今しばらく踏ん張ってやっていきた

いというふうに考えております。特にこの事故の影響を受けまして、多くの

放射性物質の飛散というのが広がっておりますので、除染の問題というのが

ございます。さらには福島県民の皆さんの健康の問題に確りと向き合ってい

かなければなりません。賠償の問題もございます。特に先にもありました 2
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点につきましては、私が今、大臣をしております環境省が大きな責任を担う

ことになりましたので、その責任を全うしてまいりたいというふうに思って

おります。オンサイトの事故は収束をしましたので、むしろオフサイトの、

この問題の解決に向けて政府をあげて取り組んでいかなければならない、そ

ういう時期を迎えたとも考えております。幸い今日、こうして会見に同席を

いただいております園田大臣政務官を始め、政務の非常に多くの仲間に恵ま

れて、この問題に当たることができる体制がございます。また環境省含めて、

職員の熱意というものも非常に高いものがございます。そうした多くの政府

関係者の、そして日本国民の皆さんの協力をいただいて、オフサイトの様々

な問題についても解決をすべく、これから全力をあげていくことを皆さまに

お約束を申し上げたいというふうに思います。ステップ 2 の完了を受けまし

て、今後の体制について申し上げます。新たに政府、東京電力中長期対策会

議を設置することを、本日の原子力災害対策本部で決定をいたしました。こ

の体制の下で廃炉に向けた取り組みを進める中では、小規模なトラブルが発

生することは覚悟いたしております。しかし冷却機能を多様化、多重化をし、

ポンプであるとか、電源であるとか、水源も含めて多重性、多様性が確保さ

れていることは確認を出来ておりますので、問題がエスカレートし、周辺住

民の方々に再び避難をお願いせざるを得なくなるようなことは決してない、

そういう状況ができたと考えております。前例のない事故を前に廃炉に向け

ては、今後も息の長く辛抱強い、それでいて非常に柔軟な発想に基づいた取

り組みが必要であると考えておりますが、そうした中長期的な対応も含めて、

政府として責任を持って対応してまいりたいと考えております。こうした体

制を整備したことを受けまして、政府・東京電力統合対策室は、廃止をする

こととなりました。先刻、当初統合対策本部として設置をされ、そこで相当

な時間を費やしてまいりました私としては、これが廃止をされることが一つ

の大きな区切りであるというふうにも考えております。先ほどは最後の会議

の中で、海江田経済産業大臣にも、非常にご苦労をいただきましたので、東

電のこの会場まで足を運んでいただきまして、最後のご挨拶もいただきまし

た。そうした経緯も含めて統合対策室として行ってきた、この記者会見につ

いては、今回が最後になることを皆さまにご了承をいただきたいというふう

に思っております。もちろん事故対応に関わる情報提供の重要性というもの

は、これからも非常に大きなものがあるというふうに思いますので、個別の

記者会見という形でこれからも積極的な情報提供、そして皆さんからのご質

問に答えることは続けさせていただくことはお約束を申し上げたいというふ

うに思っております。なお中長期対策会議についての情報発信の在り方につ

いては、また改めて皆さまにご報告する形をとりたいというふうに思ってお
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ります。私の方からの報告は以上でございますけれども、最後に今日、こう

してお集まりになられましたジャーナリストの皆さん、そしてこれをご覧に

なっている国民の皆さんにもお礼を申し上げたいというふうに思います。記

者会見を始めて以降、皆さんからの様々なご質問や、ご批判、これは正直い

いまして、非常に厳しいなと思った時期もございました。ただ皆さんからの、

そういった様々なご質問を受ける中で、我々も自らがやってきたことを反省

し、そして情報を確りと皆さんにお知らせをし、問題解決に向けた努力をす

るという、そういうことにつながったのではないかというふうに思っており

ます。最後に皆さまに、そうした国民の皆さまに対する情報発信という意味

で重要な役割を果たしていただいたことに感謝を申し上げまして、私の報告

とさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。 

 

○司会 

 引き続きまして、園田大臣政務官からの発言となります。 

 

○園田政務官 

 私からは、本日皆さま方にお配りをさせていただいておりますけれども、ス

テップ 2 の完了のポイントにつきましてご説明を簡潔にさせていただきたい

と思っております。皆さまのお手元にあります資料 1-1、A4 横紙でございま

すが、東京電力福島第一原子力発電所事故の収束に向けた道筋、ステップ 2

完了のポイントでございます。従前、連報と言われていたマップのご用意を

させていただいておりますけれども、このロードマップ対策本部が立ち上が

った際には、基本的な考え方として、原子炉及び使用済燃料プールの安定的

冷却状態を確立し、放射性物質の放出を抑制する、そういったことで避難さ

れておられる方々の一刻の早いご帰宅の実現、そして国民の皆さま方に安心

して生活していただけるよう、全力で取り組んでいくというこの基本目的、

考え方に沿いまして、この 9 ヶ月間皆さま方とともに対策を講じられてきた

ものでございます。今般、今大臣からもお話がありましたけれども、本日の

対策本部をもちましてステップ 2 の達成が確認をされたところでございます

けれども、ステップ 1 からステップ 2 につきましては、これまで 1 号機と 4

号機の使用済燃料プール、これの熱交換器による冷却、そして汚染水処理の

システムの強化による滞留水の水位の減少、そして最近では 1 号機の原子炉

の建屋カバーの進行といった形で着実に進んできたところでございます。ま

た、地下水の遮蔽壁の工事が着手をしたということで、この事故収束に向け

た道筋の総括ということで、右側にその総括が 1 冷却から下の環境改善、中

期的課題への対応という形で、一覧に書かせていただいているところでござ
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います。で、残されたこの冷温停止状態の達成が残された課題という形で、

ここ数日は私どもの懸案事項でございましたけれども、これの安全確認、中

期的な安全確保の確認が本日行わせていただいたというところでございます。

そしてそれは、1号機から 3号機の圧力容器の底部及び格納容器内のこの温度

がおおむね 100℃以内にあると、そしてそれが安定をしているということ、そ

して第 2 に放射性物質の追加的放出による敷地境界における被ばく量が年間

の 1mSv 以下であること、このことを確認した上で、引き続き循環注水冷却シ

ステム、これが中期的な安全確保の確認という形が行われたところでござい

ます。これは、外部の専門家の方々の意見も伺いながら慎重に評価をしてま

いりました。その結果、多重化等による循環注水冷却システムの信頼性、そ

して異常検知の手段、設備停止時の代替手段の設置、事故発生時の敷地境界

における被ばく線量が十分に低いことを技術的に確認するということができ

た次第でございます。実際ここにも、左の中ほど下にも書いておりますけれ

ども、実際万が一事故が発生して、注水設備が全て使用不能になったという

ふうな場合であったとしても、3時間程度で注水再開が可能であるという体制

になっている、あるいは 2 重 3 重にポンプであるとか、あるいは消防車であ

るとか、代替の注水設備もきちっと確保されているということが確認をされ

ているところでございます。これらを受けまして、本日冷温停止状態の実現、

そして放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられているとい

うこのステップ 2、すなわち発電所の事故そのものの収束が判断をさせていた

だいたということでございます。私もこの間、皆さま方ととも細野大臣のも

とで 6 月よりこの事故収束に係わらせていただいてきたところでございます

けれども、大変暑いさなかでの事故収束の現場の作業員の皆さま方の、本当

に血のにじむような努力と、そしてご努力は私は本当に大変皆さま方にとり

ましても、国民の皆さま方あるいは福島の避難をされていらっしゃる皆さま

方のご期待に 1 日でも早く応えたいというその決死の思いが、私は今日に結

びついたものではないかというふうに思っておる次第でございまして、そう

いった面では、東京電力とそして私ども政府が一丸となってこの取り組みを

進めてきた結果であろうというふうに思っておるところでございます。今後、

新たに設置されました政府・東電の中長期の対策会議、ここにおきまして、

東京電力そして資源エネルギー庁、保安院の 3 者が策定中の中長期のロード

マップ、この決定及び進捗管理をしっかりと行ってまいりたいというふうに

思っておりますし、また発電所の安全確保維持についても万全を期していく

覚悟でございます。どうぞこれからも、私ども全力を尽くしてまいりますの

で、そしてまたその都度皆さま方にもご報告をさせていただきたいというふ

うに思っておる次第でございます。私からのご報告は以上でございます。あ
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りがとうございました。 

 

○司会 

 続きまして、東京電力西澤社長からの発言となります。 

 

○東京電力 

 東京電力社長の西澤でございます。当社の福島第一原子力発電所の事故によ

りまして、福島県の皆さま、そして広く社会の皆さまに対しまして、大変な

ご迷惑とご心配、ご不安をお掛けしております。改めまして心より深くお詫

び申し上げます。ただ今、細野大臣、園田政務官からお話がございましたと

おり、本日政府から福島第一原子力発電所の循環注水冷却システムの中期的

な安全が確保されたということについてご確認をいただき、ステップ 2 の目

標を達成し、事故の収束を図ることができました。当社は事故発生から 1 ヶ

月程度経過しました 4月 17 日に、事故の収束に向けました道筋、いわゆるロ

ードマップをお示しさせていただきました。具体的には 3 ヶ月程度での達成

を目指したステップ 1、そしてステップ 1終了から 3ないし 6ヶ月の達成を目

指しましたステップ 2という、2つの目標を設定して、その実現のため対策を

掲げました。対策ごとの進捗状況は、お手元の参考資料にまとめております

けれども、私どもはこの 9 ヶ月間、多岐に渡るかつ困難な課題に次々に直面

しながらも、お約束したステップ 2 の達成に何とかして至ることができまし

た。これは多大なご支援、ご指導を賜りました細野大臣、園田政務官を始め、

本当に多くの方々の政府関係者の皆さま、そして福島県の皆さま、福島第一

の大変厳しい環境の作業現場におきまして、懸命に努力をしていただきまし

た消防、警察、自衛隊の皆さま、それから国内外のメーカー、それから最後

に協力企業の皆さまのご尽力、本当に数多くの方々のご支援の賜物でござい

ます。本当に心より厚く厚く御礼を申し上げます。また、同じ厳しい環境の

もとで、高いモラルを維持して事故収束に向けて懸命に努力をしてきました

弊社の社員に対しても、よくやってくれたと言わせていただければと思いま

す。ステップ 2 の終了は、申すまでもなくゴールに向けた長い道のりの一里

塚でございます。私どもとしては今後も一層気を引き締めて、安定した冷却

状態の確立、そして放射性物質の放出の抑制に取り組むとともに、政府や関

係各位のご指導とご協力を得まして、燃料の取り出しや廃棄物の管理など、

安全確保を第一として中長期的な課題にしっかり責任を持って対応して参る

所存でございます。加えまして、事故の被害に遭われた皆さまへの賠償、そ

して除染へのご協力、電力安定供給の確保、それから合理化の徹底といった

私どもが直面している大きな課題について決意を新たにして、全社一丸とな
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って取り組んでまいります。私からは以上でございます。 

 

○司会 

 それではこれから質疑に入らせていただきたいと思います。なお、細野大臣

でございますけれども、次の用務の関係で 8時 15 分頃には出る必要がござい

ます。したがって本日、大変大勢の方にお越しいただいて大変恐縮でござい

ますけれども、質疑は 8時 15 分までとさせていただきたいと思います。大勢

の方がいらっしゃいます。できるだけ多くの方にご質問いただく観点から、

恐縮ではございますがお 1 人 1 問とさせていただくことをご了解いただけれ

ばと思います。それでは、ご質問のある方は所属とお名前を名乗っていただ

くとともに、誰に対する質問であるかを明確にしていただくようお願いしま

す。質問のある方は挙手をお願いいたします。では、そちらの方。それとそ

の後ろの方、それとそちらの前の方、その横の方、続けてお願いします。 

 

＜質疑応答＞ 

○NHK 岡田 

Ｑ：NHK の岡田と申します。細野大臣にお伺いしたいと思います。冷温停止状態

の達成を宣言して、事故は収束したと今述べられましたが、その事故を収束

したことについて、地元の住民やトップなどから、事故の収束と言うには程

遠い状態であり、まだ早計だという意見や批判の声が相次いでいます。また

専門家からは、通常の原子炉で使う冷温停止とは全く違う状況にも係わらず、

冷温停止状態だというふうに言い切って、国内外に発信しているという状況

にあるという批判の声もあります。こういう状況の中で、どうして事故の収

束だというふうに言い切れるのか、その点を詳しく述べていただきたいと思

います。 

 

Ａ：(細野大臣) まず、野田総理からもご説明がございましたけれども、私ども

4月 17 日に皆さまにご報告を申し上げたこのロードマップというのは、東京

電力福島第一原子力発電所事故の収束に向けた道筋という形になっておりま

す。それを第 1 ステップ、第 2 ステップというふうに分けておったわけであ

ります。当初から第 2 ステップにおいてはこの温度の問題と、そして外にど

れくらい出ているかという問題が鍵だということを申し上げてそしてその 2

ヵ月後だったでしょうか。その時にこの二つの条件についても皆さんにご説

明をさせていただきました。そして今日皆さんにご報告した中身というのは

この二つの条件を達成し、そして何らかのトラブルに見舞われた場合それを

乗り越えるだけの多重性多様性を確保しているということをもって第 2 ステ
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ップの達成が出来たということをご報告したものであります。したがってこ

の第 2 ステップの達成というのは当初申し上げていたとおり事故の収束とい

うことになるということです。繰り返し申し上げますけれどもサイトの外の

問題というのは極めて大きなものがございます。したいまして、このサイト

の中の事故が収束したことをもってむしろ政府としてはサイトの外の問題に

しっかりと向き合っていかなければならないというふうに思っております。

それが除染であり被害者の皆さん、被災者の皆さんの健康の不安を取り除く

ことであり賠償の問題であるわけですね。ですからそのことにしっかりと取

り組む体制を正にこれから更に強化をしなければならないということでござ

います。先ほど説明は園田政務官の方からしてもらいましたけれども、詳し

い中身については是非冊子の資料をご覧をいただきたいと思います。例えば

当初と比較しますとポンプの数でいうならば 9 台のポンプを設置して多様性

のあるそういう水の供給の体制というのが出来ております。また電源につき

ましてもこれも多様性を確保して、もちろん外部電源もありますけれども非

常用の DG も含めてこれも十分な体制が整っております。また水においても夏

前までは皆さんに大変ご心配をお掛けいたしましたけども、水源につきまし

ても確保出来ているというそういう状況であります。したがってそれこそこ

れからも様々なトラブルというものを乗り越えていかなければならないのは

覚悟しておりますけれども、そういうトラブルをしっかりと乗り越えるだけ

の体制が出来たということをもって事故そのものについては収束したという

判断をしているところでございます。最後に私の冒頭の発言で申し上げたと

おり再び皆さんにご迷惑をお掛けをして避難をしていただくような状況には

ないということも併せて皆さんにお伝えをしたいと思います。 

 

○司会 

 では後ろの方。 

 

○読売新聞 三井 

Ｑ:読売新聞の三井といいますが園田大臣にお伺いしたいんですけど、今後の廃

炉について先ほどの話で少々のトラブルも覚悟しなければならないというお

話でしたが、具体的にどのようなことを課題として捉えていらっしゃるのか

という点と原子力委員会の方では30年超完了までにかかるという見通しを示

されてましたが、大臣が現時点で完了年次を区切る事は可能と捉えてらっし

ゃるのかどうかということと、可能であるとすればどれくらいを目標年次と

して一部報道で40年という話もありますがどのくらいの年次を目標に廃炉に

ついて取り組んでいきたいという思いを持っていらっしゃるのかという点お



 

9 
 

願い出来ますでしょうか。細野大臣ごめんなさい。 

 

Ａ：(細野大臣) トラブルというのはあらゆるトラブルに対応しなければならな

いわけですね。それは自然災害というケースもあり得ると思います。地震や

津波といった自然災害にも対応しなければいけませんので、例えばポンプな

どでいえば場所を変えて高台も含めて常にあらゆる問題に対応出来るような

準備をしているということです。電源も同じです。したがってどういうトラ

ブルが考えられるかということではなくて、あらゆるトラブルに対応出来る

体制を整えない限りそれは事故が収束をしたと言えないと考えております。

したがって原子力安全・保安院からもそして安全委員会もあらゆるトラブル

を乗り越えるだけの多様性、多重性を確保出来たということをもってこうし

てご報告をしているということでございます。もう一点、中長期の年次を区

切るという問題ですがそれは来週しかるべきタイミングで中長期のロードマ

ップを皆さんにお示ししたいと思いますので、そこで出来る限り具体的に皆

さんにお示しをしたいと思っております。廃炉までには 30 年を越える年月は

掛かるだろうということを覚悟はしておりますので、そうしたことも含めて

その場所で改めて皆さまにご報告を申し上げたいというふうに思います。 

 

○司会 

 それではどうぞ。 

 

○日本インターネット新聞社 田中 

Ｑ：日本インターネット新聞社の田中龍作ございます。細野大臣にお伺いしま

す。破損した燃料棒はどこにあるでしょうか。ここにステップ 2 の収束した

っていう根拠に100℃以下になって圧力容器底部周辺が100℃以下になってる

って書かれてますが、メルトスルーして原子炉建屋の地下の中潜ってたらそ

れは圧力容器の周辺は温度低いですよ。実はメルトスルーしてるんじゃない

かという方が国内の専門家、海外の専門家こっちの方が根拠が明白なんです

がそれはどうお考えでしょうか。でそれに密接に関連するんですが統合本部

の記者会見は今回で最後とおっしゃってましたが、やはり東電と政府一緒に

やっていただけなければ国民への情報公開ということにはならない、情報隠

蔽になるんですね。東電というのは散々国民に対して嘘をついてきて木で鼻

をくくったような回答をし続けてきたんです。しかも国民に責任もたなくて

全く責任持たなくていいんですよ。ところが政府の方、例えば園田政務官細

野大臣は。 
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○司会 

 余り時間がないのですいません。 

 

Ｑ：お願いします。 

 

Ａ：(細野大臣) 燃料の場所につきましては政府も東京電力も様々な解析の結果

を皆さんにお示しをしておりますので、そこで解析をしてるのが一つの我々

の解析の結果として皆さんにお示しをしているところです。最終的にどこに

燃料があるのかというのは炉をやはり開けてみなければ誰も分からないとい

うのがこれは最終的な姿になるわけですね。私達が冷温停止状態といってお

りますのが、燃料の場所がどこにあるにしてもその燃料そのものが冷却をさ

れているという状態が確保出来ているということを申し上げているわけです。

具体的には圧力容器の中の温度、格納容器の中の温度更にはそこから下に落

ちている水が外に流れ出しているその状況というのも総合的に見て仮に燃料

が下に落ちて、メルトスルーという言い方はかならずしも言葉として定着し

ている言葉ではありませんが、格納容器の外に落ちている燃料も含めて冷却

出来ているということが判断をされましたので、それで冷温停止状態という

のを宣言したというものであります。そして会見を継続するべきではないか

というお話なんですけども、実はこれまで何度かこうした形での会見はそろ

そろ区切りをつけた方がいいのではないかという意見がこの前に並んでいる

関係者の中でも出てきたわけですが、園田大臣政務官の強いイニシアティブ

でやはり継続すべきだろうということでここまで続けてきたわけです。逆に

マスコミさんからもそろそろいいのではないかという声も少し前から聞こえ

てきた中でやはりやるべきだろうとここまで続けてきたわけですね。そこは

是非ご理解をいただいてこれからも政府としては皆さんに必要な情報は出し

ますし、皆さんのご質問にも最大限答えられるように当然努力をしてまいり

ますのでご理解をいただきたいと思います。東京電力が隠蔽体質になったと

いうふうにお考えになったら田中さん私に言ってきてください。そこは私も、

私は東京電力自体もこの事故を受けて相当な意味での変化を迫られたと思い

ますが、万が一そういうご懸念があればそういうことがないように私どもで

対応してまいりたいというふうに思います。 

○司会 

 ではお隣。 

 

○フリーランス 畠山 

Ｑ：フリーランスの畠山理仁と申します。園田大臣にお伺いします。先ほど最
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初の質問とも関連するんですけども、オンサイトの事故は収束したというふ

うに発言されましたけれども、事故が収束したということであるならば現場

の作業員の数というのは事故前と同じレベルまで少なく出来るのか。それと

もこれ以上の増員は必要ないという確信を持たれているのかお聞かせいただ

ければと思います。 

 

Ａ：(細野大臣) 作業員の数においては現状においても本当に外のがれきの処理

であるとか様々な建設関係の仕事がものすごく数があったときと比較をする

と若干減っていると承知をしております。ただこれからも廃炉に向けては

様々な作業が発生しますので、むしろ減らすべきではないと考えております。

確実に一つ一つの作業を安全に行い、1人 1人の作業員の放射線量を上げるこ

となく安全な環境の中で仕事をするためには作業員の数は減らすべきではな

いと考えてます。ですから事故収束をして、中長期の廃炉のロードマップに

入ったということと、作業員の数というのは直接関係をするのではなくて、

むしろ安定的に確保する中で、出来るだけ早い段階で廃炉を実現できるよう

に努力するというのが我々の姿勢だということでご理解をください。 

 

○司会 

 ご質問ある方、次後列の指したいと思いますけれども。では、ここ真すぐ壁

に向かっている方、それとこの前の方のその 2 人、それとこっちの後ろの方

で後ろの列のそちらの男性の方。手を上げといていただいて。その 3 人お願

いします。 

 

○フリーランス 島田 

Ｑ：フリーランスの島田と申します。よろしくお願いします。冷温停止状態と

いう言葉が作られたと思っているんですけれども。それはつまり事故収束の

業務のルールが変わったということだと思うんですけれども、この先冷温停

止状態ということが事故収束のスタンダードになるんでしょうか。このロー

ドマップに関して、これまでの検証が良かったのかどうかとかですね。ロー

ドマップを作成したことに対する検証作業というのは今後行うんでしょうか。

細野大臣お願いいたします。 

 

Ａ：(細野大臣) あんまり言葉尻を捉えない方が良いと思うんですけれども。ゲ

ームのルールという感覚では私どもは捉えておらなくてですね。これは本当

に大変な作業でしたし、これを実現することに我々は全てを賭けてやってき

ましたので、なんとか達成をしたいということで努力をしてきたということ
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は、是非ですね、これはご理解をいただきたいというふうに思っております。

この冷温停止状態というのはもちろん冷却をした燃料がしっかりと継続をし

ているということもあるわけですけれども、それによって外部に放射性物質

が飛散するのを出来る限り抑制をするという効果もあるわけですね。したが

って、この状況を維持を出来るということが極めて重要であるというふうに

考えております。したがって、そういう状況を維持をして、外部に出る放射

性物質の量というのが、限界的な量で 1年当たりで 1mSv を超えないというこ

とを確認をして、そして事故の収束を宣言をしたというものでございます。 

 

Ｑ：検証に関してはどうでしょうか。 

 

Ａ：(細野大臣) 大変失礼しました。実はですね、変更点は毎回皆さんにご報告

をしておりまして、4月にロードマップを出しましたけれども、5月に変更し

た所はお知らせをしてます。6月に変更した所もお知らせをしてます。毎回そ

ういう形でやって来てますので、そこを振り返っていただければどこが出来

なかったのか、どういった形でやり方を変えたのかというのは全部見ていた

だける形になってるんですね。ですから、改めてロードマップ自体を今から

検証するというよりは、常に検証しながらこれまで進めてきておりますので、

そこは皆さんにご覧をいただければお分かりになっているような形になって

おります。そして、4月 17 日に作った時のロードマップは甘かったではない

かとか、さらにはこれはそれこそ間違っていたんではないかとか、絵に描い

た餅だったんではないかというご批判は、甘んじて私どもがこれは受けなく

てはならないというふうに思います。そういった意味では非常にいろんな意

味で見込み違いはございました。見込み違いはございましたけれども、目的

はですね、しっかりと燃料を冷却して外に放射性物質を出さないということ

でありましたから、その目的自体は様々な作業員のご努力によって達成する

ことが出来ましたので、今日こうしてご報告をさせていただいているという

ことでございます。 

 

Ｑ：1年 2年経った後でも検証はしないということでしょうか。 

 

Ａ：(細野大臣) ご質問がロードマップの検証ということであれば、ロードマッ

プ自体は毎回検証しておりますので、それで尽きているのではないかという

ふうに考えております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 



 

13 
 

 

○司会 

 それでは前の方。どうぞ。 

 

○フリー 政野 

Ｑ：フリーの政野です。ありがとうございます。先ほど細野大臣、私自身ミス

をしたとおっしゃいました。政府としての最大のミスというのは、事故直後

にSPEEDIのデータを隠していたことではないかと私は思っていますけれども。

そのような無用な被ばくを国民にさせたという罪で、政府、東電に捜査機関

が犯罪捜査として入るべきだと思っていますが、どのようにお考えでしょう

か。 

 

Ａ：(細野大臣) 私は SPEEDI につきましては、3 月 23 日のデータを公開したそ

の日に始めて見ておりまして、そして公開すべきだというふうに考えました

し、実際に公開をされております。さらにはこの記者会見を始めた最初の日

に、全ての SPEEDI のデータを出すべきだという考え方の基に提示をいたしま

した。ただ申し訳ないことに、まだ残っていたということ実がその後明らか

になりましたので、そのデータについてはほぼ 1 週間後に再度公開をしてお

ります。したがいまして、SPEEDI の公開の在り方について、いろいろ厳しい

ご意見があることは承知をしておりますが、それ自体は私が直接情報として

何か係わっているということではありませんので、検証委員会の方でそうい

ったことについて検証がなされて、そして皆さんに何らかの形でしっかりと

政府としての見解が出されるものではないかというふうに思っております。

幾つかの間違いがあったということで、私が申し上げたのはですね、例えば 4

月の 4 日に汚染水を放出をするということをやらざるを得ない状況になった

わけですが。あれが福島の皆さまに大変なご迷惑をお掛けし、国際的にも本

当にご懸念を大きなものにすることになってしまいました。そういった日々

の作業の中で、十分やりきれなかったことがあったという意味で申し上げま

した。 

 

○司会 

 それでは先進みます。そちらの男性の方。 

 

○フリーライター 村上 

Ｑ：フリーライターの村上隆保と申します。細野大臣にお伺いします。先ほど

統合会見を中止するということをマスコミの中からも声があったというふう
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におっしゃっていましたが、まさかそんな記者がいるとは思えないですけれ

ども。具体的にどんなマスコミなのか、もし具体的な名前が言えないんであ

れば、新聞なのか、テレビなのか、記者クラブなのか、フリーなのかだけで

も教えてください。お願いします。 

 

Ａ：(細野大臣) それはメディアの皆さんとの信頼関係の中で、いろんな意見交

換をどういう会見がいいだろうかとしている、そういう中での話ですので、

私の方からお答えをすることはいたしません。 

 

Ｑ：オフレコの中での話ということですか。 

 

Ａ：(細野大臣) 人と会話をする時にオフレコかどうかということを確認をした

上で全て会話をしているわけではありませんので、オフレコとか、オフレコ

でないとかいうことではなくて、どういう会見の仕方が好ましいだろうかと

いうことについて、何名かの方と話をさせていただいた中でそういうご意見

もあったということをご紹介申し上げました。 

 

○司会 

 それではご質問ある方。では、そちらの男性の方。それと後ろの方、そのま

た後ろの方。3人続けてお願いします。この前の方から、2列目の方、そうで

す。 

 

○テレビ朝日 松井 

Ｑ：テレビ朝日の松井と申します。細野大臣にお伺いいたします。ホールボデ

ィカウンターの現状についてお伺いいたします。先ほど総理の方から 5 台追

加して 7 台という、確かにあったようなんですが。現状でまだ 7 台にしかな

らないという現状。例えば我々の取材では浪江の方々は 8,000 人避難したん

ですが、ほとんど受けられていない状況で皆さん死活問題で本当に精神的に

まいってらっしゃいます。それで、そういった方々も希望を出せないそうで

す。国なのか、県からか指定された人しか受けれないと。自分たちで希望出

せないという現状だそうです。また 18 歳以上は有料だそうです。この間、実

は園田政務官にもちょっと聞いてみたんですが、Ｊヴィレッジに 10 台あるん

ですね。Ｊヴィレッジにホールボディカウンターが。これが 100％毎日ずっと

使っているようには見えないものですから、例えばそこを東京電力に対して

政府の方から何々をするとか。とにかくホールボディカウンターの現状がこ

れで本当にいいと思っていらっしゃるのか。またそれに対して細野大臣はど
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ういう対策を今考えていらっしゃるのか教えてください。 

 

Ａ：(細野大臣) 浪江町長さんとは最近も私直接話をいたしまして、その中でも

ホールボディカウンターについてのお話がございました。十分であるとは思

っておりません。対応が不十分であると考えております。環境省でこの健康

問題を対応することになりましたので、今日も実はその話をしておったんで

すけれども、必要であるにもかかわらず配備を出来ていない所がどこかとい

うのは再度確認して、具体的に幾つか話が出てきていますので、そこに配備

を出来るようにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っておりま

す。東京電力のホールボディカウンターと福島県民の方の皆さんのホールボ

ディカウンターをどう考えるかという問題については、これは別の問題と私

は考えています。やはり作業員の方の被ばくのリスクや健康管理は、これは

これで極めて重要ですから、それはそこでしっかりやる体制を作ると。一方

で、それこそ被災者の皆さんの健康の問題に答えるというのも、これも同時

に極めて重要でありますから、それはそれでしっかりと機器を確保すると。

それは両立をしなければならないというふうに考えております。 

 

Ｑ：今の質問の趣旨ちょっと分かっていただけないと思うんですが、Jヴィレッ

ジにあるのは 100%全然動いていないというのは我々も取材日に見せていただ

いたんですが、そのように我々は感じたんです。それはじゃあ、誤りでしょ

うか。とてもじゃないんですが、作業員以外の人が入れないような余裕のな

いようなシステムなのというふうに細野大臣も確認なさっているということ

でしょうか。 

 

Ａ：(細野大臣) 私が申し上げたことはですね、作業員の皆さんのこの健康管理

というものも極めて大事と。それと全く同じように被災者の皆さんも大事で

すので、これは両方確保しなければならないということを申し上げたわけで

す。 

 

Ｑ：ちょと噛み合ってないんですが。で、使えるはずだと見たんですが、使え

ないということですか。作業員を楽にしてくれとは一言も行ってません。作

業員の方々ももちろんやっていらっしゃるんですが、その現状の稼働状況等

は細野大臣はご存知なんですかという質問だったんですが。 

 

Ａ：(細野大臣) 私も Jヴィレッジには何度も足を運んでおりますので、状況と

いうのは大体把握をしております。ただ、作業員の環境というのはですね、
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いろんな意味で極めてシビアなわけですね。で、様々な対応に対応できるよ

うな備えをしておかなければなりません。ですから、私が申し上げているの

は、そこはそこ、そして被災者の皆さんは被災者の皆さんということ、両方

整備するのが一番望ましいということを申し上げているわけです。 

 

○司会 

 では、後ろの。 

 

○朝日新聞 関根 

Ｑ：細野大臣、朝日新聞の関根と申します。今回の冷温停止状態の達成という

ことで、住民の皆さんが再び避難することは心配はもうないとおっしゃって

いましたけれども、例えば今回と同じくらいの地震が起きて、あるいは津波

が起こった場合、あるいはそれ以上のものが起こっても本当に避難をする必

要というのはないということで大丈夫なんでしょうか。つまり、今回の事故

がなぜ起こったかというと、想定の範囲外のことが起こったということです

から、つまりどの程度の想定をして避難をする必要はないというふうに認定

していらっしゃるのかということについてももう少しお願いします。 

 

Ａ：(細野大臣) 事故前のですね、設備というのは、もちろん今よりもですね、

機材がいろんな意味で整っていた面はあると思います。その状況と比較する

と今の東京電力福島第一原発の状況というのは厳しい状況にあるのは、これ

はもう誰が見ても明らかです。ただ、その機器の設備のあり様というのは、

実は私は改善をしている部分がかなりあると思っているんですね。すなわち

例えば、水源の在り方であるとか、ポンプの場所であるとか、また、電源の

確保であるとか。確かに多重性は確保されていたけれども、極めて単純な複

数設置をされているだけで対応性がなくて、結局は津波をかぶったらダメー

ジを受けて電源が確保できなかったということがありました。今は単に多重

性を確保するだけではなくて、多様性を確保してですね、例えば電源でいう

ならば、非常用のディーゼル、DG がしっかりとしかるべき場所に確保されて

いて対応できるようになっているというふうに考えております。ですからそ

こは確かに全体としての状況はより厳しい状況になることは間違いありませ

んけれども、災害や様々なトラブルに対する対応のいろんな意味での余裕度

という意味においてはですね、私は高まった面もあるというふうに考えてお

ります。 

○司会 

 では、後ろの方。 
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○月刊誌ファクタ 宮嶋 

Ｑ：月刊誌のファクターの宮嶋です。この間の大臣のリーダーシップ、それか

ら園田さんのご努力というのは私はやっぱり高く評価していいと思っており

まして、その上で伺いたいのは、この福島原発事故で我が国はどれだけの損

失を被ったのかと。9ヶ月経つわけですけど、それが例えば 20 兆円であると

か、25 兆であるとか。やはり大きなマクロの海図を持ってお仕事をされてい

ると思うのでですね、今の段階で大臣はそれをどういうふうにご認識になっ

ているか。その数字が出ないんだとしたら早い段階でですね、アバウトで結

構ですからどれ位のものかというのを出すことでですね、結局それは国民の

負担ということになっていくわけですから。それを是非来年の通常国会の前

に出して、その 3.11 の前にですね、国民に何を求めてね、負担を求めるのか

というところまでですね、是非そこまで細野大臣のリーダーシップでですね、

やっていただきたいと。この会見終わりだと思いますが、私はこの質問をも

う4回位しているんですけど、現状のご認識とその被害総額についてですね、

どういうふうにこれから出していこうとお考えなのか伺いたいんですけど。 

 

Ａ：(細野大臣) 確かに宮嶋さんからこのご質問を、私自身も何度かお受けをし

た記憶がございます。正にその損害の金額というのが、例えば今、東京電力

に対して様々なですね、計画を出すように機構が言っているわけですが、そ

この金額にあたるわけですね。推計額というのは既に何度か公開をされてお

りますけれども、それが現段階で計算をされている最新のものというふうに

ご理解ください。次回のこの計画というのが出されるのが 3月ですか、4月で

すか、ごめんなさい。3月ですね、年度内には出されるということであります

が、その中で改めて損害というのは計算をされることになると思いますので、

言うならばその度に更新をして最新のデータを出していくというのが、これ

がこの損害額の算定の方法ということになってくるというふうに思います。 

 

Ｑ：すみません、一言だけ。要するにこの事故において国民に負担が掛かるわ

けですよね。40 年、それは 5 年でどれだけ掛かる、1 年でどれだけ掛かる、

そういうことを言っているわけであって、東電の賠償がいくらということを

申し上げているんじゃなくてね、この事故において結局国民の負担というの

はどれ位掛かるのかと、その数字が出てきませんとね、エネルギー政策の議

論ができないと思うんですよね。だからそれはやっぱり政府としてまず出さ

ないと、いろんなシンクタンクが仮説の数字でいろいろ出てきておりますね、

原発のコストが高いとか低いとか。それは政府としてやはりこの損害額とい
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うのをですね、ある程度の 20 兆か 25 兆ですとか、そういうアバウトでもい

いですけど、出す責任があるんじゃないですかね。それで国民にやはり負担

を求めていく、それが電力料金に跳ね返るかもしれませんけど、そういうご

認識は大臣としてございませんのでしょうかね。 

 

Ａ：(細野大臣) 損害というのもですね、いろんなものがあると思うんですね。

日本という国自体が本当に今回大きなダメージを国際的に受けたという意味

ではですね、金額に換算をできないような様々なダメージがあったと思いま

す。更には今回の原発事故を巡って直接的な損害もあれば間接的な損害もあ

りますよね。ですからそこはですね、様々なこの損害という在り方が人によ

って解釈が違うところが恐らくあるんだと思うんです。そういった中で、機

構の方でですね、この損害として算定する部分というのは金額ではっきり表

せる部分については東京電力の債務として認識をされるということで客観的

に金額を出しているわけですね。ですから、そこは宮嶋さんがおっしゃった

ように様々な損害というのが拡がっているではないかという意味ではですね、

そこだけでない、納まらない部分はあると思いますよ。ただ、金額としてど

うかということになれば、やはりそこが客観的な数字になるのではなかとい

うふうに考えております。 

 

○司会 

 ご質問ある方。それでは後ろの席のそこの前の男性の方。その斜め後ろの横

の男性の。それでその後ろの男性の方。3人続けてお願いします。そこの席で

すね。その後ろの席の前列のお 2人と、その後ろの方。そうです、そうです。 

 

○共同通信 浜谷 

Ｑ：共同通信の浜谷と申します。西澤社長にお伺いします。事故の収束に関し

ては一つの節目を迎えたわけですが、社長ご自身と勝俣会長の進退を含めた

今後の経営責任についてはどのように考えていらっしゃいますか。 

 

Ａ：(東電) お答えいたします。経営責任のお話でございますけれども、先般、

11 月に示しました緊急の特別事業計画において、そこの経営の責任をもっと

検討してですね、先ほど大臣からもお話がありましたけれども、来年の 3 月

までにはと思っていますけれども、総合特別事業計画の中でですね、そこの

経営の責任の在り方についてはお示ししたいというふうに思っております。 

 

○司会 
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 では、その隣の方。 

 

○共同通信社 橋本 

Ｑ：共同通信社の橋本と申します。西澤社長にお伺いします。今の質問とも被

るんですが、つまりそれは勝俣さんは一旦辞めるというふうにおっしゃって

ですね、留任されていると思います。事故の収束というのは一つの区切りだ

と思うんですが、このタイミングではなく、3月までは留任されるという理解

でよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(東電) 3 月にその責任の取り方、在り方についてはですね、お示ししたい

ということでございます。 

 

○司会 

 では、後ろの方。 

 

○新潟日報 前田 

Ｑ：新潟日報の前田と申します。西澤社長にお伺いするんですが、今回の事故

収束によって、柏崎刈羽原発の運転再開に向けたスケジュールが、例えばス

ピードアップする等、影響は出てくるんでしょうか。 

 

Ａ：(東電) お答えします。柏崎刈羽につきましてはですね、今、1 号機、7 号

機が定期検査に入っていますけれども、ストレステストの準備をしてござい

ます。これは他の電力の発電所と同様に作業を終えましたらですね、保安院

さんの方にそれを提出していろんな手続きを経て、もちろん地元のご意見も

伺ってですね、手順に沿ってですね、検討をしていただくという形になろう

かと思ってます。もちろん福島の今回の第一原子力発電所の事故、それから、

この間中間報告、検証のですね、中間報告はさせていただきましたけれども、

それもきちっと新潟県のみなさんにはよく説明して行くということになろう

かとは思っております。 

 

○司会 

 ご質問のある方。えっと、そちらの方。後ろの席で今半分立っている女性の

方とその隣の方、続けてお願いします。では前、こちらマイク、お願いしま

す。 

 

○大川興業総裁、大川 
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Ｑ：フリーでやっております大川興業総裁、大川豊でございます。細野大臣に

質問なんですが、以前もですね、世界にはいろんなその除染の技術があると

か、そのホールボディーカウンターに関しても、確かに精度は低かったとし

ても、もっと安価で簡単に検査できる機器もありますし、コンクリートに関

してもアルファ線、ガンマ線も通さないような優秀な新コンクリートがあり、

仮にメルトダウン、メルトスルーをしていたとしてもそれをかなり防げるん

ではないかと言われているコンクリートの新技術があったりしますが、未だ

にその政府とか東電のネットの情報の中ではそういったものが公開されてな

いと言いますか、例えば農林水産省は農林水産省だけでやっていて、土壌汚

染をやっているとか。前は細野大臣が、私が質問した時は、非常時なのでア

レバ社にお願いするとかそういうことだったんですけど、民主党政権はです

ね、仕分けに関しては公開でやっているかと思いますが、今後は仕入れに関

しても堂々と公開をやってですね、どの技術が優秀でこれだったら有効では

ないかと。例えばホールボディーカウンターにしても。 

 

○司会 

 すみません、質問は短めにお願いできますか。 

 

Ｑ：あ、すみません、はい。なので、そういったのをですね、仕入れも堂々と

公開でやっていくと。国民を安心させながら公開でやっていくっていう方針

はございますでしょうか、どうでしょうかをお答えください、はい。 

 

Ａ：(細野大臣) 大川さんおっしゃったとおり、世界の英知を結集しないとこの

事態は乗り越えることができませんので、様々な可能性を探るべきだと思っ

ています。特に除染は、これだけの広範囲の除染をやるというのは、本当に

大変なことですので、そういった技術面での可能性を探るべきだというふう

に考えてまいりました。JAEA の方で、具体的な公募をいたしまして、その中

でこれはいける可能性があるのではないかということについては、既に実証

実験をやっておるんですが、それは全て公開をしてるんですね。ですから、

この技術がいいのではないかというご提案をいただければ、これからもそう

いった形で、技術として何が使えるのかということについては、しっかりと

検証していきたいというふうに思っております。また環境省の方でも、除染

をやっておりますので、そこにもいろんな技術提案が持ち込まれております。

それもできる限り、皆さんの思いがこもった提案ですから、実現できるもの

がどういったものなのかということについては、常に検証しながら前に進ん

でいきたいというふうに思っております。 
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Ｑ：皆ばらばらなので、環境省とか農林水産省とかばらばらなので、一箇所で

まとめた方が国民は見やすいのではないでしょうか。 

 

Ａ：(細野大臣)はい。そういう意味では、今様々な実証実験なんかはい JAEA で

やっていて、責任省庁は環境省なんです。ですから、環境省と、環境省はこ

れからやっていきますから、そういった意味では、この環境省と JAEA、JAEA

は文科省の下にあるわけですが、実質的には今一緒にやっておりますので、

環境省と JAEA の中で、双方でしっかりと検証しながら進んでいくと。そうい

うような意味では、既に一元化はできてるというふうに考えております。 

 

○司会 

 はい。それではこちらの方。 

 

○NPJ と吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ と吉本興業のおしどりといいます。よろしくお願いいたします。細野大

臣に。オンサイトが収束して、オフサイトの戦いに移るということで、では

オフサイトで関連省庁を並べたこの統合対策室のような会見を開かれるおつ

もりはあるんでしょうか。と言いますのは、関連の会見や審議会の傍聴に行

っておりますと、関連省庁で全く情報の共有がなされておりません。昨晩の

細野大臣の低線量被ばくワーキンググループでも、福島県内の児童のガラス

バッジの件で、全く現場の認識がされておらないまま、提言がなされており

ました。そして環境大臣として、第 116 回から第 119 回まで放射線審議会で、

環境省の来年から 1 月 1 日に施行される特措法が話合われておりましたが、

最後の会の時に、審議会の丹羽会長が、全くこの 4 回の議論が反映されない

まま、環境省のガイドラインが翌日に公表されましたので、文科省の放射線

審議会と環境省の信頼関係を考えてくれという言葉で、会は終わりました。

そして厚労省の患者調査については調べておりましたが、被災者生活支援チ

ーム県民健康管理調査のことは、全く把握されておりませんでした。ですの

で、これからオフサイトに移るに当たり、関連省庁を並べて情報を共有して、

そしてお互い勘違いをした回答がないようにというふうなことは考えておら

れるんでしょうか。 

 

Ａ：(細野大臣)放射線に関する審議会というのは、確かに複数ありまして、文

科省の下の放射線審議会もありますけれども、内閣府には原子力安全委員会

があり、食品に関しては食品安全委員会があり、で、環境省も審議会を持っ
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ておりますので、放射線に関して様々な審議会で議論するということは、事

実としてあるわけですね。ですから、そういう審議会ができるだけ齟齬がな

いように、お互いにいろんな方向性を合わせるという意味で、放射性物質の

汚染対策室というのを既に政府の中に作って、そこで共有化をしているとい

うのが、今我々の取り組んでいる方法なんです。ただそれを作っても、常に

全ての情報を共有するということが、できてない部分が今ご指摘のようなと

ころであるのかもしれません。ですからそこは、常にしっかりと確認をしな

がら、それぞれの審議会であるとか委員会で、方向性が違うことにならない

ように、しっかりと方向性を合わせていくという努力はしていきたいという

ふうに思います。今ご質問は、それを会見でやったらいいのではないかとい

うご質問なんですが、それはちょっと別の問題で考えていただきたいと思う

んですね。政府内で情報共有して、しっかりと方向性を一つにして、国民の

皆さんに分かりやすくご説明をするというのは、これは大事なことですが、

それは政府内でしっかりやっていくと。そして会見でどうそれを発するのか

というのは、この共同会見というやり方から、情報発信は落とさないけれど

も、それぞれの省庁でしっかりと対応するというやり方に切り替えをさせて

いただきたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。例えば児童の健康、除染問題について、文科省、

厚労省、環境省などで、各省庁に問い合わせますと回答が違うのですが、そ

れを一括して答えていただける場があったら、非常にありがたいのですが。 

 

Ａ：(細野大臣)健康の問題も、除染の問題も、私が今大臣をやっております、

環境省が一番大きな役割を担うという形になりますので、皆さんのそういう

ご要望には、しっかり応えられるように努力をしていきたいというふうに思

います。 

 

○司会 

 では、隣の方。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です。大臣よろしくお願いします。4月の初会見で、細

野さんは私を信じろとおっしゃいました。また、情報の透明性を図るともお

っしゃいました。そうしてこの会見が始まりました。事故の全貌がまだ分か

らない、まだ燃料がどこにあるのか、完全に放射性物質を抑制していない中

で、総合的な情報を入手することができなくなる点において、こうした会見
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を閉じるというのは、やはりこれは見方を変えれば、情報の隠蔽と言われて

も仕方がないと思います。大臣を信じるためには、個別の情報よりも総合的

な情報の入手と検証が必要になります。この会見は、大臣、毎回 4 万から５

万の国民が見てきてるんです。一部の記者だけを見て判断されるのではなく

て、国民のこうしたニーズこそ見ていただきたいと思うのですが、個別では

なくて、総合的な情報を知りたいという、こうした国民のニーズについてど

う考えていらっしゃいますでしょうか。 

 

Ａ：(細野大臣)特に、ニコニコ動画の画像を通じて常に配信をしていただいて

るというふうに思いますので、そういった意味では本当にご協力をいただい

たことには、感謝を申し上げたいと思います。４月にこの会見を始めた時は、

私がやはり一元化をして、しっかりとお知らせをすべきだろうというふうに

思いましたので、率直に申し上げると、それぞれ別々にやってましたので、

一元化をするのはいろんな意見があったんですが、これはやろうということ

で、実行しました。私が閣僚になってからは、なかなか毎回この会見に出る

ことができなくて、むしろ本当にたまにしか出れなくて申し訳なかったんで

すが、そこはバトンを園田大臣政務官が引き継いでいただいて、ここまで会

見を続けてくれました。そういった意味では、常に、今七尾さんがおっしゃ

ったようなことを達成するために努力をしてきたんですけれども、ここで一

区切りをつけるということについては、是非ご理解を頂きたいというふうに

思います。あのもちろん情報発信なりですね、皆さんのご質問に答えるとい

う体制自体はしっかりとこれからもですね、強化をしていかなければなりま

せんので。そこはいろいろ皆さんご意見有るでしょうから、それに最大限応

じることが出来るような個々の会見というのを目指していきたいというふう

に思っております。 

 

Ｑ：あの、新しい体制でもですね、週 2 回とは言いませんけど、開催がこれ必

須だと思います。じゃないと今までですね、細野大臣やですね園田政務官が

ですね、国民に対してその情報の透明性を図るということをですね、何かこ

こでちょっと否定されてしまうような感じも持ちます。まあこれは私が判断

するんじゃなくて、国民が判断する事だと思いますが、是非とも今後前向き

な検討をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

○司会 

 ご質問ある方。ではこちらの方。それと後ろの今、手を挙げた方。2人続けて

お願いします。 
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○NHK 大崎 

Ｑ：NHK の大崎です。細野大臣お願いします。オフサイトということで、放射線

量がですね、まだ高い地域が警戒区域を中心にですね、たくさんまだ残って

いるという中で、今後そのどういった形でですね、避難の解除、あるいは長

期的な対策等、除染も含めてですね、行なっていくのかということについて、

お考えをですね、少しでも早く知りたいというのが今、現地で避難されてる

方達のお気持ちだと思うのですが、それについて現時点でのお考えというの

をお示しいただけますでしょうか。 

 

Ａ：(細野大臣)これも野田総理の方からですね、官邸での記者会見の中でも答

えを、野田総理からの回答を既にさせていただいておりますが。この週末で

すね、枝野大臣そして、平野大臣と私とで、福島県の方に伺おうと思ってお

ります。そこでは避難区域のですね、変更についてのまずは政府としての考

え方をですね、お示しをしてそれについてご意見をいただきたいというふう

に思っております。その中で大変本当に申し訳ないという言葉に尽きるわけ

ですけれど、高線量の地域でですね、非常に帰ってきていただくことが難し

い地域が有るのは事実でございますので、そういった皆さんにどういった形

で償いが出来るのかということについても正にそこでしっかりと協議をして

いく必要があるというふうに思っております。で、その方法としてはこれも

野田総理自身が国会で答弁を既にしておりますけれど、買取の必要が当然有

るという方法も当然あるでしょうし、買取よりはやはりいつかは帰りたいと

いう思いを持たれる方の場合はですね、お帰りをするという方法も有ると思

うんですね。そこは正に地元で色んなお考えが有るでしょうから、それに出

来るだけ寄り添う形でしっかりと協議をさせていただきたいというふうに思

っております。あのもちろん幾つかの考え方はもう既に我々の中でも検討し

ておりますので。白紙でご相談をするということではなくて、色んな考え方

を持った上でご相談をさせていただきたいと、そのように思っております。 

 

○司会 

 それでは。 

 

○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：ネオローグの小嶋です。よろしくお願いします。細野大臣。年内の収束と

いうのが今回ステップ２発表されたけれども、これが先にあって、年内をめ

どというのが、先にあって条件を決めてあったり、条件の悪い、都合の悪い
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部分を無視したということが考えられる。そういう印象があるんですけれど

も。というのも鈴木智彦氏、先日外交員特派員クラブ、記者クラブで会見さ

れた方が潜入取材をして、内部の原発内部の映像なども盗撮によったものを

公開されてましたけど、彼が話ていたのが、こういったかなり期限的にきつ

い、工期がきついところの作業がすごくある。ビニール製の配管が淡水化装

置などに使われていて、これが冬の凍結にもたないんじゃないかとか、こう

いった工期を守るために無用な作業員の被ばくが行われているんじゃないか。

また東電が検討していると発表した汚染水の海洋放出。これを先日保安院は

正式な報告を受けていないので、これはないものと考えるといった回答があ

りました。また淡水化装置においても汚染水がストロンチウムが入った汚染

水が漏れているということ実がある。この中で今回発表、配られた原発事故

の収束に向けたステップ 2 のポイントという紙にあります、海洋汚染拡大防

止という項目がありますが、海洋汚染拡大防止にはこういった汚染水の処理

なども必要かと思うんですけど、こういった形に関して細野大臣どうお考え

なのかお聞きしたいです。 

 

Ａ：(細野大臣)淡水化、失礼しました。淡水化装置の問題というのは、ちょっ

と個別の問題になりますので、もし必要があればその他の技術的なことが分

かる方からですね、お答えをしたいと思いますが。全体として言うならば、

常にそれこそ機器のレベルアップを図っていかなければならないというふう

には考えています。そういう配管一つもそうですし、例えば循環注水冷却の

仕組み自体も更に安定的なものにですね、グレードを上げていかなければな

らないというふうに思っておりますので。そこは常にレベルが高いものにし

ていくということとですね、その現状において安定的なものであるというこ

とは分けて考えて、より安定的なものに変えていくということが重要だとい

うふうに思いますので、決して矛盾するものではないというふうに考えてお

ります。それとあの水の問題ですけれども、これについては私が失敗したと

過ちだったということを申し上げた事ともつながっておりまして、依然とし

てこの水の問題について皆さんに非常にご懸念を持っていただいている状況

を作ってしまっているということについて私自身にも責任があるというふう

に思っております。そこで東京電力としても安易な海洋放出はしないという

考え方のもとにですね、タンクを増設をし、そしてしっかりと確保できるよ

うな努力をしているということでございます。もちろんこの水の問題はです

ね、大きな問題でしっかりとどう安定的に確保して、そして外にですね、危

険な状態にならないようにするかって重要なことなんですけれど、それその

ものが事故の収束と直接関わっているということとは私はちょっと違うとい
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うふうに思っております。ですから例えば 4 月とか 5 月のようにですね、十

分制御出来なくて海に流れ出てしまうというような状況はもう脱しておりま

すので、その時の状態と今とはまあ相当の違いがあるということを是非皆さ

んにご理解いただきたいというふうに思います。 

 

Ｑ：ごめんなさい、この点に関してなんですけれども、海洋放水に関して原子

力安全・保安院は緊急事態を理由に法的には流出量が 0 と扱ってきたという

ことが報道されていますが、細野大臣も同じ見解かということと、先日行わ

れた先ほど話た鈴木智彦さんの会見など情報はご認識の中にご覧になってい

るのかということと海洋放出に関して今後、東電がまた再び海洋放出したい

といった場合、どういった対応を細野大臣としては考えているのか。この点

についてお聞かせ下さい。 

 

Ａ：(細野大臣)現場の皆さんの色んな声はですね、私自身これまでも聞いてき

たつもりですけれども、実は明日この第２ステップが終了しましたので、そ

れを受けて 1F、2F 両方入りたいというふうに思っておりまして。そこでも色

んな意見をしっかりと聞いてきたいというふうに思っています。多くの作業

員の皆さんがおられますから色んなご心配を持たれている方が確かにいらっ

しゃるのかもしれません。そういった声も出来るだけ私自身が聞けるところ

は聞いてですね、改善できるところは改善をしていきたいというふうに思っ

ております。先ほどの 1 番始めの質問は必要があれば安全委員会から説明を

させていただきたいというふうに思います。 

 

Ｑ：ごめんなさい。海洋放出について今後認めるのか、認めないのかという点

について答えられてないんですが。 

 

Ａ：(細野大臣)そこはもう先ほど東京電力が安易な海洋放出はしないというこ

とは明確に言っておりますので、それは強く私どもとしてもですね、要請と

いうよりは一緒にやっている実質的にはそういう関係ですので、そういう方

針で臨みたいと考えております。 

 

○司会 

 まだご質問有る方もいらっしゃるようでございますが、大変恐縮ですが時間

でございます。以上で政府東京電力統合対策室合同記者会見を終わりにさせ

ていただきたいと思います。 
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（聞き取り不能） 

 

Ａ：(細野大臣)これ映像も流れていますので、そういう汚いなんて言いますか、

事実に反するそういうやり取りは止めましょう、そこは真摯にやりましょう。

そうしましたら今、園田大臣政務官とご相談して、私はどうしても行かなく

てはなりませんので失礼を致しますけれども、あの園田大臣政務官が出来る

限り応ずるということですので、そういった形でよろしいですか。いろいろ

皆さんご意見があると思うんですけれども、私どもとしては初めに申し上げ

たとおりできる限り皆さまのご質問に答えるべくやってきたんです。そのこ

とはこれからも変わりません。フリーの皆さんにもそれぞれの省庁での会見

にも最大限入っていただける状況にはなっておりますので、そういったとこ

ろで皆さんの色んなご質問はしっかりと受けられるような体制を作りたいと

いうふうに思っておりますので、そういったことでご理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

 

○NPJ と吉本興業 おしどり 

Ｑ：過去検討中で回答が出てない質問はどうなるんですか。 

 

Ａ：(細野大臣)過去まだご質問で十分回答ができてないところについては、例

えば E メールであるとか書面であるとかそういった形で回答させていただき

たいというふうに思います。最大限、ちょっと大変申し訳ないんですけれど

これで時間がないので失礼いたしますけれども、これからも皆さんに出来る

限りしっかりとご説明をするという、その態度は変わりませんし、変わらな

いように私自身もしっかりと対応してまいりますので、そこは是非ご理解を

いただきたいというふうに思います。 

 

○司会 

 それでは質疑を続けさせていただきたいと思います。ご質問のある方は挙手

をお願いいたします。ではそちらの男性の方。 

 

○東京新聞 加藤 

Ｑ：東京新聞加藤ですけれども、西澤さん帰るって聞いてなかったんですがそ

れはどういうことなんでしょうか。理由はなぜで、ここにいられない理由を

教えてください。 

 

Ａ：(東電)社長は大変申し訳ございません、都合がございまして退席させてい
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ただきました。詳細には把握してございません。社長の代わりになるかどう

かでございますが、できるだけ私の方でお答えさせていただきたいと思いま

す。どうかご理解いただけますようよろしくお願いいたします。 

 

Ｑ：すいません、帰られるんでしたらそういうふうに言っていただかないと、

する質問とかずれると思うんですけれども、なぜ先に言われなかったんでし

ょうか。 

 

Ａ：(東電)今日は 20 時 15 分までという予定で会見が始まったというふうに認

識しておりまして、そこの時間までいると、そういうつもりで社長以下考え

ておりましたので、予定とおりの時間になったので大変申し訳ございません、

失礼させていただいたと、こういうことでございます。 

 

Ｑ：すいません、20 時 15 分という時間は聞いてなかったんですがそれはどうい

うことなんでしょうか。細野さんは退席されるっていう説明はあったと思う

んですけど。 

 

Ａ：(園田政務官)申し訳ございません、ちょっと私から総括してではありませ

んけれどもお答えさせていただきますと、今日私も 7 時からスタートをさせ

ていただいて、当初は 8 時半というふうにお話をしていたというふうに聞い

ております。その後大臣の都合等もあって、8時 15 分でこの会見を切るとい

う形になって、それが皆さん方の所にちょっとお知らせをしてなかったので

はないかというふうに考えますので、その点についてはお詫びを申し上げた

いと思います。 

 

Ｑ：細野さんが 15 分で帰られるってことは最初に説明ありましたけれども、な

んで西澤さんの分は説明されなかったんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)西澤社長も含めて、8 時 15 分でこの会見が全て終了させてい

ただきますということを一番最初に申し上げたわけでございます。それが前

もって、申し訳ございませんでした。きちっと皆さん方にお伝えをしていな

かった。 

 

Ｑ：多分誰もそういうふうには捉えてないと思うんですけど、何か後だしじゃ

んけんみたいな話になってると思いますが。 
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Ａ：(園田政務官)そういった点では申し訳ございません。 

 

Ｑ：申し訳ないじゃなくて、やっぱりちゃんと説明がなかった分の方は取りあ

えず来ていただいて、集中的に 10 分でも 15 分でも質問を受けていただくべ

きじゃないかと思いますが。 

 

Ａ：(園田政務官)したがいまして、東京電力は東京電力で責任ある人間がこの

場に残ったということでございますし、最後まで聞いてください、すいませ

ん。政府側で先ほど大臣がいた時は大臣が最高責任者でありますけれども、

その後については今私がこの場の政府の最高責任者という形でこの会見を続

けさせていただくという形になっております。 

 

○司会 

 なお、冒頭には今日大臣の退席をもって会見を終了させていただきますとい

う話は述べめさせていただいたかと思います。それでは質疑を続けさせてい

ただきたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。では、

後ろで手を挙げている方。そちらの方、女性の方ですね。あとまだ 1 度もご

質問をされてない方いらっしゃいますか。じゃあそちらの男性の方、3人続け

てお願いします。 

 

○TBS テレビ 片山 

Ｑ：TBS テレビの片山と申します。圧力容器の温度についてちょっと教えていた

だきたいんですが、以前東京電力が 11 月 30 日に出された事故後のプラント

挙動という資料によりますと、2 号機の SRV 漏えい温度というのが、11 月の

末に 130℃近くあったんですが、これは 12 月の時点ではもう 100℃以下にな

ってるのかどうかというのをちょっと教えていただきたいんですが。もう 1

点園田政務官にお願いしたいんですけれども、放射性物質の外部の流出を管

理するという観点においては、汚染水の地下水の遮蔽壁とか、3号機のガスの

検出器とか、2号機、3号機、4 号機の建屋カバーというのは、これは管理下

に置く点では非常に重要なものじゃないかと思うんですが、これは冷温停止

の条件に入らなかった、除外したのはこれは何でかというのを教えていただ

きたいんですが。 

 

○司会 

 最初の質問は東京電力に対してでよろしいですか。 

 



 

30 
 

Ｑ：はい、お願いします。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、お手元の資料 1-2 の中に、ステップ 2 完

了報告書がございます。その後ろの方に添付 1 という形で、原子炉を格納容

器内部の温度ということで、1号機から 3号機までの圧力容器の底部ほか、格

納容器内の温度のトレンドを示させていただいております。2号機に関しまし

ては、添付の1-3から 1の 4ページのところに圧力容器底部付近のトレンド、

それからドライウェル HVH と言います空調機の供給口のトレンド、それから

戻り側の温度のトレンドという形で示させていただいておりますが、こちら

のとおり現時点では一部以前はばらつきがありましたけれども、温度として

は 100℃以下を下回っているという状況でございます。 

 

Ｑ：すいません、その点なんですけどごめんなさい。今添付資料の中の何ペー

ジの所なんでしょうか。SRV 漏えい温度というのも書かれているんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)失礼いたしました。添付の 1 の 3、それから 1 の 4 に関しましては、

ドライウェルの HVH の温度でございます。したがいまして、逃がし安全弁の

漏えい温度に関しましては、2号機ですと漏えい検出器のCとDに関しまして、

ちょっと温度そのものは確認させてください。 

 

Ｑ：じゃあこれは後ほど教えていただけると。それと園田政務官にその冷温停

止の条件の中に、建屋カバーとか地下水の遮蔽壁とか、そういうものが入ら

なかったということについて教えていただきたいんですが。 

 

Ａ：(園田政務官)相対的にはこれから更に発電所の言わば敷地境界の所で測ら

せていただきながら、様々な形でこれは追加的な放出量という形で今まで評

価をしてまいりました。そういった面では、これからは今度は中長期的な対

策の中で敷地境界におけるその被ばく線量と言いますか、線量の放出がそれ

以上外に出ないという形を今後取っていかなければならないというふうに考

えているところでございますので、正しく今おっしゃってご指摘をいただい

た件については、これからの中長期のロードマップの中で、様々な形で対策

は講じられていくものだというふうに考えております。 

 

Ｑ：その点なんですけども、本来であれば例えば格納容器とか放射性物質を防

ぐ壁があって壁の外に出ないという考え方が通常の管理下におくということ

だと思うんですが、今回壁がないまま例えば敷地より外に出てるか出てない
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かというだけで判断するというのはかなり特殊な考え方なんじゃないかと思

うんですけれども、このバウンダリというのをどういうふうに作るかってこ

とに関しては、やらなくても冷温停止出来るというような判断になったのは

これはどういうことなんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。それはいわゆる温度から判断をさせていただいてそれ

によって蒸気が発生しない、そしてそれによって言わば追加的に放射性物質

が放出がなされないというのとそれから毎月この間皆さま方にお伝えをさせ

ていただいてまいりましたけれども、モニタリング細かい数字については毎

日東京電力から発表がなされておりましたけれども、その評価という点にお

いては毎月のように行わせていただいてまいりました。したがって最終的な

判断というのは 0.1mSv/年以下でございますけれども、更にそこを下回ってい

るという状況が取れましたので、追加的に放出がなされていないというふう

に判断をしたということでございます。したがってその他の更に追加的では

なくてこの敷地境界における放射性物質の放出あるいは放射線量というもの

が、これから更に低減していくその措置というものはこれからの課題である

というふうに認識をしたところでございます。 

 

Ａ：(東電)先ほどの TBS さんのご質問に答えさせていただきますが、2号機の逃

がし安全弁、SR 弁の漏えい検出器の Cと D二つございますが Cの方が本日の

午前のデータといたしましては 101.4℃。それから Dの方が 118.7℃というよ

うな状況でございます。 

 

Ｑ：すいませんそれに関してごめんなさい。その 110℃を越えている状態でやっ

ぱり 100℃以下という話とは、もちろん底部ではないんでしょうけれど 100℃

以下という話が随分ずれるような気がするんですが、これに関しては問題な

いんですかね。 

 

Ａ：(東電)こちらに関しましては現在格納容器の中、それから圧力容器の中に

原子炉の損傷した燃料が一部通常の状態とは違う位置で存在しておりますの

で、大部分の燃料が圧力容器底部それから格納容器の底部に落ちているとい

うことで私どもとしては冷温停止状態の判断をさせていただいております。

したがいまして大部分が冷えていると認識しておりますので当社としては冷

温停止状態というふうに判断しております。 

 

Ｑ：それはその一部は水はかかってないけれど、それは大部分ではないからい
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いってことですか。 

 

Ａ：(東電)はい、大部分といいますか非常にたまたま壁面あるいは構造材に近

い所に損傷した燃料があってその影響を受けているものではないかというふ

うに思っております。 

 

Ｑ：それはごめんなさい。園田政務官そういうお話をお聞きになって水かかっ

ていない所があるのは分かっていると。だけど大部分じゃないだろうという

根拠もよく分からないんですが、これは冷温停止って皆さんがおっしゃって

るのでいいんですかね。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。そういう面では先ほど 1 番最初に大臣からもご報告を

申し上げましたけれども、底部の温度とそれから雰囲気内という形で温度を

あるいは他にも 3箇所、4箇所確か測っていたというふうに記憶をいたしてお

りますけれども、それを相対的に冷温状態であるということが申し上げられ

るのではないかと考えてました。 

 

○司会 

 それではそちらの男性の方。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども、まず最初に園田政務官に確認したいんですが

今日の会見この後いつまでやられるつもりなんですかね。先ほどもう終わり

にするつもりだっていうお話があったんですけどもこの後はいつまでまず大

丈夫なんでしょうか。それから西澤社長、先ほども質問ありましたけれども

この後も呼べないんでしょうか。当事者としてこういう当然政府と東京電力

で区切りといっているときに途中で退席されるのは極めて無責任ではないか

と思うんですが、その辺のご認識はいかがですか。呼べないとしたらその辺

のご認識というのはいかがでしょうか。それから水処理関係なんですけども

以前も中長期的な今後の取り組みのとこでも出ていましたが、現状東京電力

が 3 月でいっぱいになって海に放出するといっていた廃棄物の関係がその後

何の対策も具体的な対策はとられていないと思うんですけども、この状況で

住民の避難、避難している方含めて住民の安心につながる状況が今確保出来

ているというお話が先ほど細野さんの方からありましたが、これはどういう

根拠なんでしょうか。園田政務官の方にご説明いただければと思うんですけ

どお願いします。 
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Ａ：(園田政務官)はい。一応私もちょっと実は 9 時から予定していたところ、

当初は 8 時半に終わるというふうに考えておりましたので 9 時で次の予定が

入っているんですが皆さま方のご質問をある程度聞かせていただければとい

うふうに思っておりますので、そこを念頭におきながらというふうには思っ

ておりましたけれどもそれは皆さま方の質問をお受けしながらというふうに

考えます。それから後西澤社長の件について呼べるか呼べないか、したがっ

て我々も実は 8 時半を終了目途という形で当初考えていて様々な予定を入れ

ていたものでございますので、当然東京電力内においても色んな形があるん

ではないかというふうに考えておりますのでそれは東京電力におまかせをし

たいと思います。したがって責任者たる相澤副社長がまた本部長代理の松本

さんも広報として残っていただいておりますので、時間の許す限り皆さん方

に情報を提供は出来るんではないかなというふうには思います。 

 

Ｑ：こういうことがあるので政府の方で会見をきちんと取り仕切ってください

というふうに皆さん言っていると思うんですけども、最初に始まったときに

細野補佐官は当時先ほどもありましたけれども、透明性を確保するというこ

とで私が責任を持つということをやられてきたわけですからそれを途中で放

り投げるのはどうかと思うんですけども。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。そういう面では大変皆さま方にはご心配をお掛けして

いるのかもしれませんけれども、先ほど大臣が申し上げたのは今日で原災本

部で対策室は廃止になったわけですけどもこれ新たな機関・組織が今後立ち

上がるということでございますので、そこの中においてそういった情報提供

はしっかりと行っていく必要があるというふう申し上げているわけでありま

す。まだそのどういう形でやるかというのが詳細に決まってまだ発表出来て

ませんので、それが出来次第また発表はさせていただくつもりでございます。 

 

Ｑ：それが決まるまで続けるべきだとは思いませんか。 

 

Ａ：(園田政務官)大変申し訳ございません。ただ原災本部で統合対策室は本日

をもって終了しておりますのでこの間はそんなに長い期間空くわけではない

と思いますけれども、もう少々お待ちをこれは行政上の言葉として受け止め

ていただければと思います。したがって先ほど大臣も申し上げたようにしっ

かりと情報提供を政府としても考えているということだけは汲み取りをいた

だければと思っております。それで。 
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Ｑ：水処理の関係なんですけれども。 

 

Ａ：(園田政務官)海洋放出の関係でしたかね。 

 

Ｑ：はい。要するにその後具体的な対策取られてないわけですよね。なぜそれ

で住民の安心につながるという発言が出てくるのか、どういう根拠なのかを

お示しいただきたいのですが。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。そういう面ではその中期的安全確保の考え方に対して

東京電力がその 3 ということで昨日私ども政府の方にも提出がなされたわけ

でございますけれども、しっかりとまず今の状況を踏まえながらタンクを含

めた対応を行っていく。また安易な放出はしないということを、そして関係

省庁の理解が得られない状況ではそういったことは考えていないということ

を報告をされたということですので、それをしっかりと私どもとしても判断

をさせていただいたということでございます。 

 

Ｑ：今おっしゃられたことは存じておるんですけども、結局タンクの増設にし

てもどういう形でどこにどのくらい増やせるものなのか。いつまで続けられ

るのか具体的なものは出てないと思うんですけどね。なぜそれで安心という

のが根拠なく言えるのかというのが非常に分からないんですが。 

 

Ａ：(園田政務官)今の現状で計画としては 17 万ｔございますので。 

 

Ｑ：中長期的な目標をこの先日出たものをというのは、これから 2、3年先のも

のをめどにしていると思うんですけれども、そのタンクというのはいつまで

溜められるものなのでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)16 前後のその計画を今までは立てていたところでございます

ので、それでいってもまだ数ヶ月は対応が可能であるというところで。木野

さん最後まで聞いてください。数ヶ月はまずもつということでございます、

対応できるということでございまして、そしてその後この中長期の新組織が

立ち上がった後に、それに対するまた中長期のロードマップをしっかりと作

り上げていくということをこれから東京電力と開発も含めて行っていきたい

ということを考えているところでございます。 
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Ｑ：1点だけ確認させてください。そうすると、今日ステップ 2の終了というお

話がありましたが、今後の要するにこれから、明日からという意味だと思う

んですけれども、中長期的な見通しというのは現状で立ってないということ

ですか。 

 

Ａ：(園田政務官)まだ正式に皆さま方にお示しをする段階でございませんけれ

ども、先ほど大臣からもお話がありましたように、近々来週には皆さま方に

お伝えができるように今準備をさせていただいているというところでござい

ます。 

 

○司会 

 よろしいですか。それではご質問のある方。じゃあそちらの前の男性、それ

とそちらの方、2人続けてお願いします。 

 

○レスポンス 中島 

Ｑ：すいません、レスポンスの中島です。東京電力中長期対策会議について教

えてください。これは物理的にどこに行って開催されることになるんでしょ

うか。あと設置することによって、今までのものとはどこが違ってくるんで

しょうか。園田さんお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)本日、原子力災害対策本部で決定をされたのが先ほど大臣か

らもお話がありましたけれども、政府・東京電力中長期対策会議でございま

す。これは共同議長は枝野経済産業大臣、そして細野原発事故収束再発防止

担当大臣、これが共同議長でございます。副議長は内閣府の大臣政務官と、

それから経済産業大臣政務官、更には東京電力の取締役社長という形で、こ

こが副議長という形で今構成としては決まっております。それ以下、委員に

ついては適宜政府とそれから東京電力その他議長が指名するものという形で、

今後設置をされていくわけでございます。場所等についてはまた追ってご連

絡をさせて、来週にも皆さま方にはお伝えすることができるのではないかと

いうふうに思っております。今準備を進めているところでございます。 

 

○司会 

 よろしいですか。 

 

Ｑ：詳細は決まっていないということですか。中身についての。 
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Ａ：(園田政務官)今日はまず設置が原災本部で確認をいただいたということで

ございまして、それ以後のことについては今準備を進めているところでござ

います。 

 

○司会 

 はい、それではどうぞ。そちら側の壁側の 2列目の男性です。 

 

○産経新聞 吉村 

Ｑ：すいません、産経の吉村と申します。相澤副社長にお答えいただくことに

なるかもしれませんが、廃炉費用について教えてください。来週工程表を出

すということですけども、今回冷温停止ということを受けて、この廃炉費用

というものをどう捉えられているか、近くは第三者委員会の方が 1 兆円超の

見積もりを出したと思うんですけども、これはどうなるのか。またこれまで

も折に触れて引き当て等されてきたと思いますけども、計上はどういうふう

にされていくのか教えてください。 

 

Ａ：(東電)お答えいたします。廃炉費用につきましては、現在のところはこれ

までのスリーマイルアイランド等の実績に基づいた数字を入れてございます。

第 3 クォーター終了時で更にその後、これまでの検討結果を踏まえた数字を

算定して、それをお示しすることができるというふうに考えております。現

時点では申し訳ございませんがまだ数字を申し上げるわけにはまいらない、

もう少しお待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

Ｑ：そうすると、現状の規模間と合理的な見積もりができるものは、この間の

第三者委員会が示したものと同じというふうにお考え。 

 

Ａ：(東電)いや、必ずしも同じではないと思います。まだこれから少し時間が

ありますので、第 3 クォーター終了時の時点での数字というのがお示しでき

るというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○司会 

 ご質問のある方。ではそちらの男性の方、それとそちらのその後ろの席のマ

スクをお掛けしてる男性の方、2人続けてお願いします。前列の後ろの方です、

そうです。 

 

○読売新聞 中島 
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Ｑ：読売新聞の中島です。先ほどから話題になってる海洋放出の件でちょっと

確認をしたいのですが、保安院の森山さんと東電松本さんだと思いますが、

今の説明では来年の 3 月まででタンクがいっぱいになってしまうので、理解

が得られれば汚染した水を海に放出したいということだったと思いますが、

昨日の中期的な考え方その 3で、3項目を立てて報告をされてると。その上で

今日何か状況が変わってるのかどうか分かりませんが、タンクをどれぐらい

の容量を増設して、あとどれぐらいもつのか、今も 3 ヶ月とか色んな数字が

出てますけども、最大でどれぐらいもつのか。それでもいっぱいになった場

合どうするのか、その辺りの考えをもう 1 度整理して教えていただけないで

しょうか。要するにあくまで放出はしないという考え方なのか、そうじゃな

くてもう手詰まりになったら放出するしかないのか、その辺りを含めて具体

的なタンクの容量を踏まえた上で教えてください。 

 

Ａ：(東電)東京電力からお答えさせていただきますけれども、まだ現時点では

先日報告させていただいた施設運営計画その 3 での内容のとおりでございま

す。私どもといたしましては、まず贈水の原因となる地下水の流入対策を抜

本的に行っていこうと、それから汚染水処理設備の除染能力の向上確保、そ

れから代替のいわゆる水処理設備を安定的に稼働させていくこと、3点目が汚

染水管理のための陸上施設、いわゆるタンクでございますが、それの更なる

設置方策を検討していきたいというふうに考えております。最終的には海洋

の放出にあたっては、関係省庁のご了解をなくして行わないという基本的な

考え方が昨日から変わっておりません。なお、タンクの増設計画につきまし

ては現在検討中でございますけれども、今のところ約 4万 m３程度のタンクの

増設を今考えているところでございます。それから、将来の見通しでござい

ますが、現時点では年末までにいわゆる濃縮塩水の受けタンクとして 14 万 m

３のタンクの増設の設置が終わります。そのままでいきますと、おおよそ来

年の春、3月末頃にはタンクが満杯になるというような状況でございますので、

当面はこの 3 項目をきちんとやっていくということが必要というふうに考え

ています。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけども、昨日施設運営計画が提出されました

が、その中にもございますように、東京電力ではその汚染水のための陸上施

設と、すなわちタンクなども含めた更なる検討をされているというふうに承

知しております。以上でございます。 

 

Ｑ：分かりました。来年 3 月までにはいっぱいになるというのは、増設計画を
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含めてのお話ですか、それともそれなしのお話ですか。 

 

Ａ：(東電)なしで、12 月現在で濃縮塩水が 14 万 m３、それから確か淡水の受け

タンクが 2 万 5 千だったと思いますけれども、そういったものを全部足し合

わせた数字です。今後いわゆる施設運営計画その 3 にしたがって、増設計画

を作っていきたいというふうに思っています。現時点でのタンクの容量と、

いわゆる発生量、地下水の流入等に伴いまして増加していく分を見通したら

来年の春というような状況でございます。したがいまして、私どもとしては

地下水の流入といった抜本対策ですとか、そのほか蒸発濃縮装置等で濃縮塩

水を減容していくというようなことで、いわゆるタンクの満杯になる時期を

後ろ倒しにするですとか、そういった対応は引き続き努力していきたいとい

うふうに思っています。 

 

Ｑ：分かりました。現状そのいろいろな諸所の対策をした場合、最長でどれぐ

らいまでもつのかという目算は立っておられるのでしょうか。 

 

Ａ：(東電)今のところまだいつまでというようなところの目標までは立ってお

りません。昨日、提出させていただいた 3 項目をまずきっちり実施していき

たいというふうに思っております。 

 

Ｑ：何かあと一年くらいは大丈夫という説明も聞いた記憶があるんですが、そ

れは確定した期間ではないのでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、当然、入ってくる地下水の流入等の抑制が十分行っていきま

すと、当然、余剰水としては減ってまいりますので、いわゆる時期は後ろ送

りになることは十分予想されますし、タンクの増設も並行してやっていきま

すので、その面では、その分延びていくことにはなります。今のところまだ

一年持つですとか、二年持つというような具体的な算段があるわけではござ

いません。 

 

Ｑ：はい、分かりました。 

 

○司会 

 それでは後ろの方。 

 

○NPJ 日隅 
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Ｑ：NPJ の日隅ですけども、今のタンクの関係なんですが、東電の松本さんです

けども。これは増設を改めて検討されて増設できる場所が見つかったという

ことでしょうか、敷地内に。 

 

Ａ：(東電)敷地内で増設することを、今、考えているところでございます。 

 

Ｑ：そうすると 3 月末でいっぱいになっても、海洋放出せざるを得ないという

ようなことを言われた時には、検討が不十分だったということになるんです

か。 

 

Ａ：(東電)不十分かどうかは、これから私どもが昨日、お示しさせていただい

た 3 項目をいかにきちんとやっていくかというようなことになろうかという

ふうに思っております。 

 

Ｑ：園田さんその関係で、どうしても敷地には限りがあるので、海洋放出して

いい程度の、もし水だということであれば、場合によっては運搬をしてちょ

っと離れた国有地、国有林等を利用して、絶対に外には漏らさないと、海洋

には漏らさない、海外には迷惑をかけない、あるいは漁師にも迷惑かけない

と、そういうようなことを国として今、現在検討されてるんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)いえ、国として何かそこで対策を今、具体的に考えているか

というと、現実問題まだ新しい組織が立ち上がっておりませんので、検討は

入っておりません。したがって、来週以降、今日、面目上、原子力災害対策

本部で設置が決まりましたので、この組織の中でそれも含めて東京電力と研

究をしていく、検討をしていく状況に入っていくと思います。 

 

Ｑ：分かりました。それともう一点だけ。前回聞いたんですけど、今日も細野

さんの方がどのような対応、どんなことが起きても対応できる状況が整った

んだと、中長期的にですね。というような説明をされたんですが、前回、津

波が来た場合に、汚染水が広まって作業ができないんじゃないかということ

の質問をした際に、水の深さ 4m を設定した場合に、汚染水が拡散するために

10mSv/h の被ばく量になるであろうと、なので 12 時間以内に注水を再開する

ことができるという説明なんだということを保安院としてもそれを受けて良

しとしたという説明だったんですが、これが 4m ではなく、2m だったり 50cm

だったリすると濃縮するので、当然その被ばく量も10mSv/hじゃなくて、20mSv、

40mSv、80mSv/h というような可能性もあるのではないかという質問をしたん
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ですけれども、それに対するお答え、まだいただいてないんですが、園田さ

んとしては今のような点について、保安院の方で十分に検討がされてるとい

うようなご認識なんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)ちょっとすみません、保安院が検討状況について保安院から

お答えがあると思います。 

 

Ａ：(保安院) 

 保安院でございます。前回、ご質問いただきましたその件でございますけど

も。ご質問の趣旨といいますか保安院から説明した内容は、仮に今回のよう

な 14m くらいの津波が来た場合に、仮に建屋の滞留水が混じって外に出た場

合にどうなるかということで、これまで試算として我々保守的だと考えてお

りますが、4m ということを前提として、それがそのヤードに満ちて滞留水が

全部それによって混じって外部に出たというようなことを想定して評価をし

ておりました。それに対しまして日隅さんの方から、もっと津波が低い方が

結果として濃度が高くなるのではないかというご質問がございました。これ

につきましては、様々な形で保守性をとっておりますので、これが適切では

ないかと思っておりますが、一応全く同じ条件で、仮にゼロメートルといい

ますか、最も低いケースで計算をしますと、単純計算ですけども 26mSv とい

う数字になります。ただし今回の津波でも開口部がありました、定期検査中

であった 4号機においても実際には 7m ぐらいまでしかございませんで、1階

まで全部地上まで津波が入ったわけではございません。あるいは滞留水の濃

度も 10 の 6 乗ということで、今、計算されておりますけども、実際には 10

の 5 乗オーダーということでございますので、そういった様々な保守性をも

っているので、基本的には問題はないというふうに考えております。以上で

ございます。 

 

Ｑ：10 の 5 乗という数値は、測れるところだけであって、測れないところもた

くさんあるんで、必ずしも保守的に見てると、10 の 6 乗を保守的に見てると

いうふうに言えないと思うんですけども。後、じゃあ例えば、先ほど言われ

た 26mSv/h になった場合には、12 時間で注水が再開出来るというふうに言え

るのかどうかという、そういうご検討はされてないんでしょうか。やはり最

悪の事態を想定して、もちろん前向きにご検討いただくことは構わないんで

すけど、少なくとも最悪の事態をやっぱり常に念頭におかなければならない

というのが、今回の津波対応が出来なかった最大の問題点なので、それと同

じことを、同じ過ちを繰り返してはいけないと思うんですけれども、26mSv
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の場合は、何時間で復旧できるんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけども、非常に極端なケースで計算しており

ますので、先ほど 26mSv と申し上げましたけども、これは海抜 10m の所に、

今、建屋が建っておりますので、正にそこまでの津波が来て、仮に全部中の

ものが混じって外部に出たといった、そういった計算をしております。した

がいまして、こういったご質問がありましたので単純な前提条件で、同じよ

うなことで計算をしたということでございまして、十分な保守性をもって

10mSv についても、計算してると考えております。また実際には、作業する際

には、作業環境をしっかりと見たうえで実施をするということになろうかと

思います。 

 

Ｑ： 今日はご用意いただいてないようなので、なぜ深さ 4m がもっとも保守的

だというふうにいえるのかということを、ちゃんとご説明をしていただきた

いと思うんですけど、そのご説明はしていただけるんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)今回の津波でも、先ほど申し上げましたように、開口部定期検査

中で開いていた 4号機でも 7m までしかきておりませんでした。7m でございま

した。したがいまして、それより低い津波の場合に全部があふれるような状

態になるとは考えておりません。したがってそういったこの計算そのものが、

非常に保守的だというふうに考えております。以上でございます。 

 

Ｑ：ですから図面等を、きちんと示していただいて、ここがこうでああでとい

う説明をしていただかないと。だって津波のときだってそうじゃないですか、

結局。口頭で説明を聞いてたけれども、その口頭で聞いた説明は無視したん

だというようなことを保安院も言われてるわけじゃないですか。なのできち

んとやっぱり書面で、こういう計算だと。今日だってたくさん資料が出てる

わけで、その津波についての説明だけは資料では出せないと、口頭でしか出

来ないというのは、ちょっと理解出来ないんですけども。 

 

Ａ：(保安院)単純な計算でございますので、容積がどれくらあるか、面積がど

れくらいあるかというだけの計算でございますので、計算は出せますので、

先ほど大臣からお話がありましたようにメールその他で、しっかり回答させ

ていただきます。 

 

Ｑ：単純な計算じゃなくて、実際にどういうことが起こり得るかということ前
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提においた計算をしていただきたいと思いますので、そういう形でのご回答

をいただきたいと思います。お願いします。それで質問を終わります。 

 

○司会 

 それではご質問のある方。まだ一度もご質問されてない方、どれぐらいいら

っしゃいますか。ではそちらの男性の方と、そちらの女性の方ですか、2人お

願いします、そちらもいらっしゃいます、3人続けてお願いします。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。園田政務官にお願い

します。11 月 12 日に、細野大臣が現場視察した時のことなんですけれども、

大臣が挨拶の中で、作業環境について必ず皆さんが安心して働けるように、

私どもが責任を持って整備いたしますと、そういうような発言をされていま

す。それから既に 1 ヶ月経っているのですが、政府として行っている作業員

の待遇の整備状況が今どうなっているのかご回答をいただけますでしょうか。

それともう一つ、園田政務官に。先ほどの質疑の中で合同会見の代わりにな

る会見を作る。ちょっと聞き間違いかも知れませんけれども、そのようなこ

とをおっしゃっていたかと思います。それは誰がそのように言っているのか。

そういった会見なり、統合対策室のようなものが発足するという段階になれ

ば、今この記者会見に参加している者は連絡がもらえるのかどうか。今この

記者会見に参加できる記者は全員参加できるのか。その点をお答えいただけ

ますでしょうか。お願いいたします。 

 

Ａ：(園田政務官)まず現場作業員の方々の環境改善でございますけれども。お

っしゃるとおりですね、この間も例えば放射線量の管理をしっかり更にやる

ことであるというようなことであるとか、あるいはこちらからのこれは法律

にのっとってるわけじゃありませんけれども、やはり大分寒くなってきたと

いうこともあるので、防寒対策、この会見の中でも皆さん方からもご指摘い

ただきましたけれども、防寒対策等々についても私どもからも、当然ながら

大臣も含めですね、要請をさせていただいて来たというところがございます。

そういった点では大分改善はしてきているんではないかなというふうに考え

ている次第でございます。それから、会見についてはですね、先ほども申し

上げましたけれども、当然ながら新しい組織が今日で設置をされましたので、

今後それが立ち上がってまいります。その段階で、どういう形で今後、まず

会議体をどういう形で作っていくのかということを内部でしっかりと検討さ

せていただいて、その後の先ほどの大臣からもお話がありましたけれども、
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やはり定期的に国民への皆さん方への情報提供も含めてですね、しっかりと

やっていかなければいけないだろうというお話はありますので。この共同議

長たる細野大臣からの話もございますので、そういったところも踏まえて今

後いろんな形を作りあげていきたいというふうに思います。 

 

Ｑ：補足でお聞かせください。まず 1 点目の労働環境、作業環境に関してです

が。政府側のどの機関のどの部署が具体的なことを対応しているのか、それ

はお分かりでしょうか。もし分かれば教えていただければと思います。それ

からもう一つ。新しい組織の方ですが、そちらで恐らく記者会見もやるんで

しょうけれども、今この合同会見に出席できる記者、登録済みの記者は全員

が参加できるということを約束してはいただけませんでしょうか。よろしく

お願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)そうですね。まず作業環境の件でございますけれども、今東

京電力と、それからこの統合対策室の中でですね、私ども政府が、保安院で

すけれども、しっかりと健康管理も含めてチェックをさせていただいており

ますので。放射線管理とともに健康管理という点においても、共同でやらせ

ていただいているということでございます。そして、今後の記者会見の在り

方については、またその新組織の対応が固まってきて、皆さん方にお伝えを

することが出来た時にお伝えをしたいというふうに思っておりますので、今

日今この時点で、私の立場でまだそれの検討に入っておるところでありませ

んので、皆さん方にはその時にお伝えをしたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：そうしますと、まず 1 点目の方、作業環境に関してですが。何かこれまで

やって来たことの延長をしっかりやっているということでいいのか、何か真

新しいことをやってそちらの方でかなり成果が出ているという理解でいいの

か、どちらで理解しておく方が実情にあっているのか教えてください。それ

と記者会見の方ですけれども、例えばここに来ているフリーランスの中で出

席できなくなるような厳しい条件を設けるそういった可能性もあるというこ

とでいいんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)まず 1 点目でございますけれども。当然ながら、これからも

作業環境というものは様々な形で変化をしてくるんだろうというふうに予想

がされます。そういった面では、その都度その都度の作業環境というものを

しっかりと見ていく必要があるんではないかなというふうに考えております

ので、そのステージそのステージによってきちんと作業員の方々の環境、あ
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るいは健康管理というものは、私どもとしても見て行きたいというふうに考

えております。したがって、ずっと同じようなというよりは、それぞれの段

階によって様々変わってくるんではないかなというふうに考えておりますの

で。季節によっても当然その対策は変わってきますし、またステージが変わ

って行く際には様々な対策というものも変わって出てくるんではないかとい

うふうに考えております。そして、会見のことについては何度も大変恐縮で

ございますけれども、新しい組織の中で新たな形で国民の皆さま方にお伝え

をしていくという状況を考えて行きたいというふうに考えておりますので、

今この時点で何か皆さまにお約束をするということは出来かねますけれども。

私もその一員を務めせていただくことになっておりますので、何らかの形で

皆さん方の思いにはお答えをしたいと考えております。 

 

Ｑ：分かりました。細かな所だけ確認をさせてください。まず作業環境のこと

で、政府が対応している作業環境の改善ですけれども、ある段階になったら

作業員から評価を受けるようなことはあるのでしょうか。この対策は十分だ

ったとか、不十分だったとか、どこを改善して欲しいといったような声を直

接聞くような機会を設けるのか。それが一つ。それと記者会見の方ですけれ

ども。園田政務官メンバーのお 1 人だということですので、この合同会見に

出られる登録済みの記者は全員そちらの新しい方の会見にも出られるよう調

整の場でご発言いただければと期待しております。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)東京電力の中でですね、作業員の方々がしっかりと作業環境

も含めて今後も長くに渡っての、排出措置に対してのロードマップが始まっ

てまいりますので、しっかりと行っていただく必要があるんではないかなと

いうふに考えていたところでございます。したがって、そういった面では東

京電力の中で作業員の方々のアンケート調査も含めて、様々な形で意見を吸

い上げるというような取り組みはしていただいていると聞いております。そ

の中で何か私どもで出来ることがあれば、しっかりと対応はしてまいりたい

というふうに考えております。それから、今後の会見の在り方については、

何度も大変恐縮でございますけれども、新組織の中でしっかりと考えて行き

たいと、私自身もその中で行っていくつもりでございますので、この場で何

かお約束めいたことは申し上げられませんけれども、先ほど大臣のお話もあ

りましたけれども、国民の皆さま方に定期的にお伝えをしていくということ

は大切なことだということを重い言葉と受け止めて今後も考えてまいりたい

なというふうに考えてます。 
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Ｑ：ごめんなさい。長くなります。一つだけ確認させてください。作業員の待

遇の方。先ほど作業環境の改善をするというのは、政府としての約束という

ことで大臣がおっしゃいましたが、その実施された内容の評価をするのは東

京電力であるとそういうことでいいんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)東京電力というよりも、当該の作業員の方々がそれに対して

評価をしていただけるんではないかなというふうに思います。 

 

Ｑ：作業員に直接ヒアリングをしたり、アンケートを取ったりすることは政府

としてはやるのかどうか。 

 

Ａ：(園田政務官)政府としては考えておりません。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

○司会 

 次の方。 

 

○アワープラネット TV 白石 

Ｑ：アワープラン TV のシライシと申しますけれども。園田政務官か保安院の方

にお聞きしたいんですけれども。今日の冷温停止を宣言されたということで、

国内の全ての地域がいわゆる ICRP 勧告の現存被ばく状況ということで、政府

は今後対応を取っていくという認識で間違いないでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)私どもはあくまでも今日皆さん方にお伝えをさせていただい

たのは、原子炉の状況、発電所の状況が当初より申し上げていたように、冷

温停止状態を達成した。そして、そのことが確認ができたということでござ

いますので、その ICRP 勧告の現存被ばく状況であるかどうかの判断というこ

とではございません。 

 

Ｑ：保安院の方、そこら辺、つまり今まだ緊急時被ばく状況でありながら、冷

温停止ということになるのでしょうか。あるいはやはり今日の宣言をもって、

認識としては現存被ばくに移行しないとおかしいんではないかと私は思うん

ですけれども、そちらはいかがになりますでしょうか。保安院の方からお願

いします。 
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Ａ：(保安院)保安院でございますけれども、今日の判断はあくまでもそのサイ

ト、プラントが十分安定な状態に至ったということを判断したということで

ございます。 

 

Ｑ：すみません。ではですね、プラントが安定しているなら、緊急時であると

したらですね、逆に言うといわゆる ICRP 勧告で現存被ばく状態に移行するタ

イミングというのはどういう時になるというふうに保安院は考えていらっし

ゃいますでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)すみません。保安院の山本でございます。今の今回の件は先ほど

申しましたように設備の状態がこういう安定した状態になったということの

判断でございます。ご指摘のような放射線管理の体制、これは当然被ばくを

低減し、一定の範囲内に抑えていくと、こういう体制、管理体制をちゃんと

作っていくということであります。もちろん個々人の放射線被ばくの管理を

今現在行われるところではありますけれども、まだ発電所内には大量の放射

性物質が放出されたことによって除染等行わないとなかなか被ばく量の低減

はまだ難しい所、箇所がたくさんあることも事実であります。したがって次

の中長期の対応としましては、こういう発電所内の除染を行い、放射線の被

ばく量の低減を行っていくというのも大きな課題であると思っております。

したがってそういったところをきちっと行いながらですね、現存の被ばくの

目標値、制限値、そういったものを達成していくと、こういう取り組みをこ

れから進めていくということになろうかと思っております。 

 

Ｑ：ごめんなさい。もう 1回確認したいんですけれども。私は今回の冷温停止、

つまり野田総理も収束というような言葉を使ってますけど、それをもって緊

急時被ばく状況から全ての場所が現存被ばく状況に移行したのか、そういっ

たICPR勧告ではそういうふうにせよというようなレベルに移行したのかと思

ってたんですけれども、もしそうでないとしますと、どのタイミング、つま

り今後どう見通しされていてもいいんですけど、どの、次、そのどのタイミ

ングで全てが現存被ばく状況と言える、つまり事故収束、この勧告の趣旨は

放射線管理ではなくて、事故の状態によって勧告されていると思うんですね。

なので、次、いつの段階がその現存被ばく、長期に渡る現存被ばくの管理を

しないといけない状況になるのかをちょっと、もし今日でないのであればい

つなのかを教えていただきたいんですけれども。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。私どもはですね、本日において原災本部で確認をさせ
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ていただいたことは何度も大変恐縮でございますけれども、原子炉の状況が

まず、ステップ 2 というものが確認ができたということでございます。そし

て、今後でありますけれども、今日も先ほど記者の方から一部ご質問がござ

いましたけれども、今後区域の見直しも含めてですね、この原発の状況が今

日確認できましたのでそれを以って今後政府内でそのことについても含めて

検討をしていくという段階に入ったというふうにご理解をいただければと思

います。 

 

Ｑ：すみません、繰り返しで。ということは、避難の区域を決めることとこの

状況がどうなのかというのはちょっと違うことだというふうに認識している

んですけれども、つまり今は今日収束、冷温停止を宣言したけれども緊急時

被ばく状況からは脱してないということで認識してよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)本日がまず原発の状況が確認ができたと、安定状況であると

いうことが確認ができたということでございますので、その確認から今度は

どういう状況であるかというのを政府内で検討に入っていった、入っていく

という段階に入ったということでご理解をいただければと思います。 

 

Ｑ：そうしましたら、次回の会見が未定ということなんですけれども、早急に

いつがその緊急時被ばく状況から現存被ばく状況に移行するタイミングとい

うのがはたしていつなのかということを、つまり事故収束なんですね、この

移行するポイントというのは。なのでそれがどの時点に、どういう、つまり

いつかというよりもどういうことをもって現存被ばくになるのかということ

を是非お示しいただきたいと思います。 

 

○司会 

 はい、それでは。 

 

○週刊金曜日、片岡 

Ｑ：週刊金曜日、片岡です。今の質問とも関連しますが、要するに冷温停止と

いうことと事故収束が全く違う次元の話であろうと思います。多くの人が事

故収束そいう言葉には違和感を感ずる。恐らく地元ではふざけるなという話

では。そもそもこれだけ多くの放射能を撒きちらしてですね、被ばくさせて、

人生狂わせ、健康不安を与え、生活と仕事を奪われ、中には自死をした人も

います。そういうものはこれ全体として見ると事故ではなく事件になってい

るわけです。その中で冷温停止をしたからといって事故収束ということには、
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だから多くの人が違和感を感じるのではないか、というふうに思います。で、

事件である限りですね、国策でやったわけですから。やっぱり加害者である

国と東電がきちんと国民の批判や疑問にさらされるということが最大限必要

です。したがって先ほどから多くの広告費をもらっているメディアだけでは

なくて、きちんとフリーの人も入れた統合記者会見の場を作ってくれという

声が出るわけです。やはりこれ、中長期対策だかなんだか知りませんが、や

っぱり加害者がこそこそとですね、事件現場から逃げ出すというような印象

を与えるわけですよ。さっきの西澤さんのように、あういう恥ずかしい姿を

国民に見せる、市民に見せるっていうことが大事なわけですから、是非今後

もですね、統合記者会見の場を継続していただきたい。これについて園田さ

ん、事件としての認識、あるいは相澤さんとですね、両社にお伺いしたい。

以上です。 

 

Ａ：(園田政務官)はい、言うなればですね、先ほど来大臣からも皆さま方にお

伝えをさせていただいておるんですけれども、この辺は誤解のないように是

非お伝えをいただきたいなというふうにご理解をいただきたいと思ってるん

ですが。あくまでも先ほど来私どもが申し上げているのは、発電所の事故の

そのものについては本日冷温停止状態ということで事故収束という形に至っ

たと。しかしながらおっしゃるようにご指摘のようにですね、オフサイトに

おいては、すなわち発電所外においてはですね、大変この事故によって苦し

んでおられる方々がたくさんいらっしゃるというのは私どもも重々承知をさ

せていただいております。だからこそ今後もこういった対策というものは続

いていくんだというふうに申し上げているわけでございまして、これで全て

が終わったということはもうとう当初よりですね、総理も、それから細野大

臣も申し上げていないということだけはご理解をいただきたいなというふう

に思っております。その上で当然ながらですね、当然私どももしっかりとこ

ういった形というか、新たな組織の中で会見を国民の皆さん方にもちゃんと

情報提供をしていくべきだというふうに考えておりますので、そういった点

においては抜かりなきように私も努めていきたいというふうに考えています。 

 

Ｑ：ですから、冷温停止、仮にしたとしても事故は終わっていないでしょ。 

 

Ａ：(園田政務官)はい、そういうことです。したがって今避難されていらっし

ゃる方々の状況からするとですね、当然ながら事故によって拡散をした放射

性物質がまだあって、そしてそれによって高い放射線量が地域にあって、そ

してそれが除染ができていないという状況においては、早くそれをやらなけ
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ればいけないんだろうと、いけないんだというところが今、今日、ここから

私どもとしても大臣が先ほど申し上げたように正しくこれからの事故収束に

向けてのスタートのラインにようやく立てたと申し上げたのはそういう意味

でございます。 

 

Ｑ：東電さん、どうでしょう。ですから言葉は選んで使った方がいいと思いま

すね。冷温停止、仮にそうだとしても事故は収束していない。事件もこれか

らです、責任の解明は。 

 

Ａ：(東電)はい。本当に地元の皆さん、福島県の皆さん、さらには日本の皆さ

ん方に大変ご不便、ご迷惑をお掛けしているということは間違いございませ

ん。私どもは本当にできることを最大限実施いたしまして、避難していらっ

しゃる方々ができるだけ早く戻れるように努力をしていきたいと思っていま

す。そういった意味で１Fの炉、発電設備をですね、より安定した状態に維持

し続けて、更には廃炉ということに向けて努力を続ける。これも一つの重要

な仕事だというふうに思っております。併せまして、外の構外の除染、ある

いはモニタリングということにつきましても、お国のリーダーシップの下に

我々なりにできることを今まで以上に進めさせていただきたいというふうに

思っております。1日でも早く福島の皆さんがお帰りになられるように、最大

限努力していきたいというふうに考えております。なお、記者会見につきま

しては、東京電力としては今までとおり毎日の会見を続けさせていただきた

いというふうに考えておりますので、引き続きよろしくお願いしたいという

ふうに思います。以上でございます。 

 

○司会 

 ご質問のある方。あと何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。前列にお 1

人、2人、結構です。たくさんいらっしゃいます。前の方から指していきます。

じゃあまだ 1 回目ですね。そちらの方、それと前の方お 2 人続けてお願いし

ます。 

 

○共同通信 服部 

Ｑ：共同通信の服部です。園田政務官にちょっと事務的な確認をさせてもらい

たいんですけれど、中長期対策会議なんですけど、設置は今日付けでいいの

かということと、第 1 回の会合予定とかもし決まっている当面の作業がもし

あれば教えてください。あと、中長期の廃炉のロードマップなんですが、こ

れの策定のめどというのがありましたら教えてください。 
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Ａ：(園田政務官)まず設置は本日付でございます。本日の原子力災害対策本部

でこの中長期対策会議が決定をされたところでございます。今後については

まだ近々ということで、本日決まったばかりですので、本日から早急に検討

を入らせていただいて、早急に立ち上がっていくように今から準備を進めて

いるところでございます。したがって、他の中長期のロードマップも含めて、

この中で皆さま方に公表できるようにしたいというふうに考えてます。 

 

Ｑ：現時点で廃炉のロードマップの発表のめどというのはまだ立ってないとい

うことでしょうか。あとすいません、設置場所は東京電力本店ということで

よろしいでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)それはまだ、場所、プレイスは決まっているわけではありま

せん。したがって、まず期間として設置が本日決まったということでござい

ます。したがってこれから詳細については検討をしていきたいというふうに

思います。中長期のロードマップの公表についても今検討に入ったところで

ございます。 

 

Ｑ：すいません何回も申し訳ないですけど、設置場所は東電本店かどうかもま

だ未定であるということですか。あと、この統合対策室の廃止も今日付でよ

ろしいんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい、そうでございます。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○日本インターネット新聞 田中 

Ｑ：私はすいません、ちょっと欲張って 3 つほど質問させてください。全て園

田政務官です。さっき松本本部長代理が、破損した燃料棒は圧力容器から格

納容器の底に落ちてるというふうに言われましたが、圧力容器を 16cm 厚さが

あるんですが、格納容器はわずか 3cm しかないんです。圧力容器を破って突

き出たっていうことは、格納容器も破って下に落ちてると。つまりメルトス

ルーしてるということは十分考えられるんですが、それについてのご回答。

それとさっき週刊金曜日の方が、地元の人の人生を狂わせて、あるいは自死

やってと言ってましたが、正しくそのとおりなんですが、地元の避難者には

わずか 8 万円しか報酬がないにも係わらず、どうして東電社員がボーナスも
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らえるんでしょうか。政府が肩入れしてますよね、今回の事故、除染だとか。

つまり国民の税金から出てるわけですよ。国民は瀕死の貧しい思いをしてる

のにどうして事故の加害者の東電がぬくぬくとこのボーナスをもらえるのか、

そこら辺をちょっと国民感情から言って納得できないんですが、国民から選

ばれた政治家としてそれはどう思いかと、それが 2 つです。あと 1 つ最後、

長くてすいません。さっき回答する記者団の方から、新しい組織ができた場

合、今のままのフリーの記者がそのまま入れるんですかと聞いた質問に、ど

うして入れますとすんなりお答えになれないんでしょうか。何かまた制限が

あるんじゃないかと、普通に勘ぐるんですが。以上 3 つです、すいませんで

した。 

 

Ａ：(園田政務官)まず圧力容器からですね。これは恐らく 1 号機のことをおっ

しゃっておられるんだと思いますけれども、圧力容器の底から燃料が落ちて

いるんではないかと、しかもその格納容器まで破ってるんではないかという

ご指摘だろうというふうに思います。ただし、田中さんご案内かもしれませ

んけれども、圧力容器の下は 65cm でしたっけ、コンクリートが。2m でしたっ

け。2m のコンクリートがございますので、そのコンクリート反応を見ながら

計算したというところがございます。したがって、格納容器の 3cm とおっし

ゃいましたけれども、それだけ分の下がコンクリートになっているという部

分がございますので、しかも圧力がかかっているという所からすると、今の

段階でこれからの今専門家にいろいろなご指摘をいただいているところでご

ざいますけれども、まだ格納容器を破ってのメルトスルーというか、格納容

器の外に出ているかどうかというところは、確定的なことはちょっと言えな

いのではないかという気がしております。それから、2点目でございますけれ

ども、除染費用も含めて東京電力に対する損害賠償機構が立ち上がっており

ますので、そこによって求償していくという状況のスキームが出来上がって

おります。その上で、言わば経産大臣の枝野さんからも、東京電力に対しま

しては徹底的な合理化対策を行うべきであるということをもって、その被害

者への賠償というものを徹底的にやっていくんだと、そういう姿勢を見せる

必要があるんだということを申し上げてまいりました。それは私ども政府と

しても同じ気持ちでございますので、当然今後も東京電力に対してはそうい

った真摯に対応していただきたいというふうには思っております。そして会

見の在り方でございますけれども、残念ながら私 1 人で決める話ではありま

せんので、新しい組織の中で議論をして決まっていく状況でございますので、

したがってその中で皆さん方にお伝えをしたいというふうに思っております。

まだ何か形が決まったわけではありませんので、今この状況の中で、私が何
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かご説明やらお約束をするということは今はできない状況でございます。大

変失礼いたしました。 

 

Ｑ：計器がほとんど駄目になっているのにどうしてそのコンクリートのところ

に留まっていると言えるんですか、燃料棒が。 

 

Ａ：(園田政務官)それは先ほども大臣がお答えさせていただきましたけれども、

誰も見たわけではありませんので分かりません。したがって、あくまでもコ

ンピューター上の解析上でやっていることでございますので、それは東京電

力とそれから政府からの依頼、保安院からの依頼で、JNES の方でやっていた

だいているというふうには聞いておりますけれども、それのコンピューター

解析を今更に専門家の方々からもご意見をいただきながら、一刻も早くこの

冷温停止状態が引き続き安定的にやっていけば、今後どこかのタイミングで

中が見られるような状況は早く作っていきたいなと、ちょっと何年後になる

かまだ想像はついておりませんけれども、早く中を確認できる状況にもって

いきたいというふうには考えてます。 

 

Ｑ：それは分かりました。楽観的な推測だということはよく分かりました。そ

れとボーナスのところですが、徹底的な合理化を図る必要があると、枝野大

臣が東電の社長に言われました。ボーナス、第一歩じゃないですか。ボーナ

スを出させないのが第一歩じゃないですか。国民の負担で、要するに東電が

事故を起こしながらですよ、交通事故を起こした人間が、まあいいです長く

なりますから。第一当事者が事故を起こした、その復旧を国民の税金でやっ

てるわけですよ。徹底した合理化っていうのはボーナスはまず第一歩ですよ。

ほとんどかどうか分からんけど、多くの国民はボーナスなんてもらってませ

んよ。おかしいじゃないですか。苦しんでる方が税金から東電の復旧費を出

してあげて、苦しんでる方がボーナスをもらえなくて、事故を起こした当事

者がボーナスをもらってるって、これは国民感情からしておかしいと思いま

せんか。それはどうですか、まずそれは、おかしいと思いませんか、国民感

情として、それが質問です。 

 

Ａ：(園田政務官)そういう面では、何度も申し上げておりますけれども、東京

電力にはその賠償をしっかりと速やかにできるように徹底的な合理化を求め

ているというところでございます。 

 

Ｑ：じゃあ、ボーナスの分をやめさせて、賠償に回したらいいじゃないですか。
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ボーナスの分に賠償に回したらいいじゃないですか。普通そう国民は考えま

すよ。 

 

Ａ：(園田政務官)それについてはしっかりと東京電力が勘案をしていただいて、

そしてお答えをするという立場にあろうかというふうに思います。 

 

Ｑ：よく分かりませんが、それと記者会見の件ですが、かつてここの会見に移

るときにですね、フリーランスでけっこう厳しい質問をする連中だけがです

ね、なかなか許可をもらえなかったんです。ある、この問題、この原発問題

に影響力の強いある政治家の一声で我々自由報道協会は入れたんです。それ

で、なぜ最初に入れなかったか、同じフリーでもゆるい東電の記者会見で割

とおとなしいジェントルマンなゆるい質問をする人は入れていたんですよ。

で、保安院が事務局はここの統合記者会見の、この記者を入れる、この記者

は入れない、の事務局をやっていたのは保安院で、そこら辺を知ってたはず

はないわけですよ。この記者はゆるい質問をするかどうかとか。ですから東

電から情報が行ってるとしか考えられないわけですよ。田中龍作はうるさい

から入れるなとかね、畠山。 

 

○司会 

 田中さん、すみません。前も言いましたけど、そういうことないです。田中

さん最初から入られてますしね。それ1回もそういう話は聞いていませんし、

そういうことございませんので、そこは誤解ないように。 

 

○フリーランス 畠山 

Ｑ：いやぁ、その畠山理仁です。会見のことについてしつこく伺います。この

合同会見にも入れないフリーの記者がいるということで園田政務官はフリー

の記者と協議の場を設けてきておりました。それで先日の会見でも会見のこ

とについて質問が出た場合に年内は難しいかもしれないが協議の場はもうけ

るというお約束させていただくと会見の場でおっしゃいました。その約束が

どうなるかが 1点。それから細野豪史大臣が会見を立ち去った後、NHK に出演

されていたんですけども、多くの複数メディアの記者がいる会見の場を途中

で中座してですね、しかもまだ質問をしようと手を挙げている記者がいるの

に切り上げてNHKに出演するということについて、園田政務官はどのように、

問題ないとお考えなのかどうか、この 2点お願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)はい、あの、まず 1 点目ですが、それはお約束どおりさせて
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いただきたいというふうに思っております。どういった方々、対象がですね、

になるか分かりませんが、皆さま方とは様々な形で意見交換の場というもの

が私は必要だと考えていますので、またちょっと年末年始なかなか多忙なと

ころもありますので私の方で設定というものと、皆さん方の言わば要望、要

求、それと、話合いをさせていただければなというふうに考えています。そ

れから大臣もやはり今日は様々な形でメディアを通じていろんなメディア、

ツールを通じて国民の皆さま方にお伝えしたいという思いがありましたので、

そういった面では NHK だけではなく他局でもそのような形で公表をさせてい

ただいているところでございます、したがって、大臣の思いで今やらせてい

ただいておりますので、ここの場でまずお伝えをさせていただき、それから

公式な野田総理の会見場にもですね、同席をさせていただいて、何か質問が

来た場合にはですね、大臣が自らお答えするという状況を作りたいというこ

とで、今日は様々なところにより多くの皆さま方にお伝えをするべく今走り

回っている所ではないかというところです。 

 

Ｑ：それでは他のテレビとか新聞にも出る予定があるということでよろしいで

しょうか。それは、選別は特にしていないということなのでしょうか。どの

メディアにも出るということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。メディアからの要請に対して精一杯お答えさせていた

だくということでございます。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○毎日新聞 中西 

Ｑ：毎日新聞の中西といいます。先ほど質問の中で勝俣会長を含む経営陣の責

任についてどうするかという質問の中で来年の 3 月に態度を示すということ

を社長がおっしゃっていたと思いますが、本来社長に聞くべきことですが退

席されたので副社長に伺いたいのですけれども、この方針については経営陣

の中で何か一致しているとか、お聞きになっていらっしゃることはあるので

しょうか。 

 

Ａ：(東電)まだ申し上げる段階にはないと思います。来年 3 月にお示し出来る

ということでございまして、私の方からは特に申し上げることはございませ

ん。 
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Ｑ：あと保安院に確認したいのですけれども、今日出た資料の中で 0.6 億 Bq で

敷地の汚染量が 0.1mSv という試算結果がまた改めて出てきましたが、これは

過去分についての放出量、過去に出てしまったものについては含んでおられ

ないで、海洋への液体の放出分については含んでいないという、そういう理

解でよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)0.1mSv の評価ということでございますが、あくまでも今格納容器か

らの放出ということで評価しております。 

 

Ｑ：気体の放出分であって液体の分は含んでいないということですか。 

 

Ａ：(保安院)ええ、あくまでも敷地境界の、今回の格納容器からの放出を抑制す

るということで目標を立てておりますので、追加的な放出、過去はなくて、追

加的放出がどうかということで評価しています。 

 

Ｑ：ステップ 2 の管理、ステップ 2 の要件では放射性物質の大幅な管理抑制と

いうのが条件の一つになっていますが、海洋放出分について考慮しないまま

冷温停止状態ということは断言してもいいんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)はい、あの、保安院でございますけれども元々はこの格納容器から

の放出をいかに抑制するかで目標を立てていましたし、それは追加的なものを

1mSv ということで目標を立てておりました。それは十分下回っていると考えて

おります。それから海洋については当然、漏えいというものを防いでいかなけ

ればいけないということでそれに対しては様々な対策を取り、これからも海洋

へのそういった漏えいというものを防ぐための更に中期的な目標でございます

けれども、遮水壁といったことも併せて取り組んでいるということでございま

す。 

 

Ｑ：あと、汚染水をためる仮説タンクのことですが、東電の見解ですと先ほど

の質問では3月末までに14万ｔが一杯になるというお話だったと思うんです

けれども、保安院の評価はこれを妥当としているのでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)保安院としてそれを妥当としているわけではございません。これ

から東京電力でも様々な検討をされていると承知していますし、先ほども申

しましたように追加的なタンクも検討されているというふうに承知していま

すのでその辺りはしっかりこれから確認していきたいと考えています。 
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○司会 

 ご質問ある方。まだ 1度目の方いらっしゃいますか。いらっしゃらない。1度

目の方先にお願いします。 

 

○フリー 登尾 

Ｑ：フリーの登尾と申します。何度も出ている話ですが、園田政務官か保安院

のどちらかにお願いします。何度も出ている話で恐縮ですが、16 日朝刊の東

京新聞の報道に保安院の海洋への汚染 0 扱いになっていたという、これは緊

急時であるので法適用外であるという記事が出ていましたが、今の段階で緊

急事態に当たる事態があるのかどうかについて回答をまずお願いします。 

 

Ａ：(保安院)まず保安院でございますけども、保安院としてこれまでのものを 0

というふうに考えたことはございません。当然これまでの海洋への、これは

意図せざる漏えいをしたものもあれば、危険時の措置として対応したものも

ございますが、そういうものはしっかりとどの程度漏えいがあったかという

ことを評価しております。決して 0 だという評価はしておりません。これま

で低濃度のものについて放出したことはございますけれども、これは原子炉

等規制法に基づいてより大きなリスクを避けるという観点から危険時の措置

という法律に基づく措置として実施しております、以上でございます。 

 

Ｑ：つまりは今のお答えによると、緊急事態という、ちょっと具体的にどうい

う定義なのか、その点も詳細にお願い出来ませんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)はい。緊急事態といいますか、危険時の措置ということで原子炉

等規制法に条文ございまして、簡単にいえば、より大きなリスク、4月の段階

ではですね、高濃度の汚染水が漏えいするかもしれないと、こういった状況

にございましたので、結果的には低濃度のものを放出するということはござ

いましたけれども、これは危険時の措置としてやむを得ない措置として実施

をしたということでございます。以上でございます。 

 

Ｑ：分かりました。了解です。つまり、リスクがあるので要するに緊急事態に

なるということですね。分かりました。で、その上なんですけど、というこ

とは今の福島第一の状況というのはステップ 2 ででましたけど、今後どの期

間まで緊急事態として想定されているのか、ステップ 2 で、統合対策室も解

散している状態になりますけども、これが本当に緊急事態というまでに入る
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のか入らないのか、あるいはもっと別の区切りになるのか、その点について

も園田政務官から一言でいいのでお願い出来ませんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)それは今後の推移によって様々な状況が考えられるのではな

いかと思います。これからはご案内のとおり、使用済燃料プールからの燃料

棒の取り出し作業を、今もう既に 4 号機と 3 号機についてのがれきの撤去と

いうところには入っているというところでございますので、これを行ってい

くということを考えられます。その後先ほど来お話出ていますように、いわ

ゆる溶融した燃料、各 1 号機から 3 号機までの中の燃料の取り出しという状

況が考えられるわけでございます。その中で言わば先ほど私も少し申し上げ

ましたけれども、敷地境界におけるですね、放射線量を今後しっかりとウォ

ッチ、モニタリングしていかなければいけないという状況がありますので、

そこが外部、いわゆるオフサイトとの間でですね、緊急的なところであるか

どうかという、一つの判断材料になっていくのではないかというふうに思い

ます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○フリージャーナリスト 西中 

Ｑ：フリーのジャーナリストの西中と申します。今のオフサイトに対する影響

ということもですが、結局その辺の冷温停止の話とオフサイトの話を混同さ

せているのは正に政府側ではないかと思うんです。要するに冷温停止という

話とですね、今の避難指定地域を解除して帰還準備、再編成するという話、

それから除染作業を優先させるという話が先に出てきてしまってですね、結

局住民を帰すためになんか冷温停止といっているとしか、そういうお話にし

か聞き取れないのですが、これは立て続けにですね、こういうふうに年内の

冷温停止、そしてその避難区域のですね、改変ということを立て続けにおっ

しゃった意図というのは一体どこにあるのか、その辺の意図についてお聞か

せください。政務官にお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)あの、当初よりですね、皆さん方にお伝えをさせていただい

ていますけど、私どもは当然ながらこの事故が起きて、そしてそれによって

避難をされた方々がたくさんいらっしゃるということでございます。そうい

った方々に 1 日でも早く故郷にご帰還をいただきたいと、頂くのが一番良い

のではないかという思いで、この事故の収束に向けて政府をあげて今まで取

り組んできたというところがございます。そういった面では当然ながら一義
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的には住民の皆さま方がですね、ご自宅に帰宅をされるということが第 1 目

標となってきますので、それに向かってあらゆる手段を取っていくのであろ

うというふうに思っています。その上でそこの帰還をされる際に危険な状況

にさらしてはいけないんだというところでありますので、その今の原子炉の

状況を安定的にしなければいけないと、そのためにはまず冷やすということ

ですよね。それから今後その冷やすという状況がようやく出来ましたので、

それを安定的に継続して行えるような形に持って行く、そしてそのことによ

って、その燃料も含めて取り出すことが出来る、封じ込めていくことが出来

るという、いろんな工程に今後入っていくのだということの、第 1 段階の、

その、冷やす、というところがようやく安定的に出来るということが国民の

皆さま方、あるいは避難をされていらっしゃる方々にお約束出来る日がまい

りましたと、そのことをもってステップ 2 がまず終了をいたしましたと。そ

して、だからこそ今後ですね、除染、実際にご帰宅をされるためにはですね、

除染という状況を作っていかなければいけませんし、インフラ整備というの

を作っていかなければいけないんだ、というところで、それがいよいよ本格

的にスタートする、そのスタートの日になってきたということになります。 

 

Ｑ：すいません。今のお話を聞いて避難をされている方、それから今でも避難

をしたいという方がたくさんいらっしゃるわけですよね。ですから、そうい

った方が今の話を聞いて、じゃぁ戻りましょう、じゃぁ除染しましょう、じ

ゃぁ自治体も力を入れて除染作業に何億円もお金を注ぎましょうという形に

なって、住民の方は本当に納得するんでしょうか。今日の説明というのは今

振りだしに戻るような園田政務官のお話でしたけど、結局不審をあおるだけ

ではないかと。しかも賠償のスキームにしてもですね、結局東電の上から目

線の住民からの要求ではなく、結局東電のスキームに沿った形での賠償でし

かない。そのために ADR という紛争、和解解決でなんとかしろということで、

本当に賠償されるのかと疑問を持っている方がたくさんいらっしゃるわけで

すよね。全て先に工程を自分たちで進めてそれを上から押しつけるというこ

とを今までずっとやってきて、それでですね、今回もそういう形、非常にこ

れは住民の方からすると不審を抱くと思うんですが、双葉地方の総決起集会

にも東電社長も園田さんも。 

 

○司会 

 すみません。質問を簡潔にお願い出来ますか。 

 

Ｑ：その辺のどう考えていらっしゃるのか今までの進め方で本当にいいのか、
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記者会見の在り方も含めてお話聞かせてください。 

 

Ａ：(園田政務官)当然ながら私どももですね、不断の見直しをしていかなけれ

ばならないと思っております。いかに住民の皆さま方の一刻も早いご帰宅を

私どもとしては環境を整えていかなければいけない、安心してお暮らし頂け

る日を 1 日も早く作らなければいけないんだという思いで私どもも取り組ま

せていただいたところです。したがって、ようやくまず安定的な冷却が出来

たというところが確認出来たということなので、これから正しくそういった

方々の思いをですね、1日でも早く実現をさせるためにですね、していくため

に、私どもとしては精一杯これからも、これから、いよいよ強力に努力をし

ていく、そのスタートラインに立てたということでございます。 

 

○司会 

 よろしいですか。なおここで情報提供でございますが、この合同会見に先立

ちまして、先ほど大臣からもございましたが統合会見室の全体会議の方で大

臣が出席し挨拶していた模様を納めた動画、これは事前にメールでご案内し

ましたが用意が出来ているということです。ご必要な方は出入り口にありま

すのでピックアップしていただければと思います。それでは質疑を続けさせ

ていただきます。ご質問ある方。今手を挙げている方で終わりにさせていた

だきたいと思います。よろしいですか。そちらの女性の方。後ろの男性の方、

続いてここの島の後ろの壁際の 5人の方続けてお願いします。 

 

○アワープラネット TV 白石 

Ｑ：短く 3つ聞かせてください。まず、本日の資料の添付 1、分厚い資料の原子

炉格納容器の内部の温度という表紙が付いているものの添付の 6 の 1、12 月

12 日の資料で恐縮ですけども、その 1番下の方に原子炉等規制法第 64 条に基

づく応急の措置として実施することの妥当性について評価したとあります。

つまりこの、今これから行おうとしていることも、まだ応急措置の内の一つ

であるということで間違いはないでしょうか。つまり、恒久的な措置はまだ

着手もされていないという理解でよろしいかどうかということが 1 つ、その

関連で今日の資料の 1 の 3 ですが 12 月 16 日の資料として東電さんから出て

いるものですけども、それの 2 ページ目に発電所内における主な対策の概要

図最終版とありますが今日が最終という意味で最終版なのか、それとも最新

版という意味の間違いなのか、それが 2点目です。3点目です。本日の資料の

東電の福島第一原子力発電所沖合における海底土の放射性物質の核種分析の

結果についてということで海底土の汚染についての資料がついています。こ
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れ以前聞きましたけれども海底土に関する規制法がありません。これについ

ては内閣府審議官の加藤さんにお尋ねします。原子力安全委員会の班目さん

達に聞いたところ、海底土の規制法がないということを聞いたらば原子力安

全委員会として政府の方に勧告するすべはないでしょうかと聞いたところ、

それは原子力安全委員会の仕事ではないと。そういった勧告は。政府が作る

ものであるということを聞いています。原子力安全委員会の役割ではないと

いう理解で間違いはないかという点が一つ。もし原子力安全委員会がそうい

った勧告をすることが仕事ではなく、政府が自ら法制化をするべきであると

いうことがもし正しいのであれば細野政務官今日この場で確約をしていただ

きたいのですけども、その場合は海底土の汚染を規制する法律というのを政

府として作られる出されるということをお約束いただきたいんですけどもい

かがでしょうか。というのはこのままですと先ほど質問がありましたように

海洋に投棄をしてもそれがどんどん海底の中に溜まっていったとしても、汚

染者負担の原則という世界的に当然の常識が東電だけは汚染をしまくっても

規制に引っかからないということになります。その点よろしくお願いします。

以上三点です。 

 

Ａ：(保安院) まず保安院からでございますが、添付 6-1 の規制法 64 条に基づ

く応急の措置の件でございますけれどもこれまで様々な事故収束に向けた対

策ということを実施してまいりましたけれども、こういったことは緊急に行

う必要があるということでこの法律上、法律では 64 条を適用してこの危険時

の措置というそういった枠組み、法的な手続きの下に実施をしてきました。

この手続きを活用しながら報告徴収という形で保安院として内容を確認して

きたと、そういった手続きであるということでございます。それで様々な施

設はまだまだ仮設のような物もございます。したがいましてこれから更にそ

の信頼性の向上、よりよい信頼度の高いものにしていくという必要は十分あ

ると考えております。以上でございます。 

 

Ｑ：すいません。恒久的な施設にはまだ着手出来ていないという理解でよろし

いかということをお願いします。 

 

Ａ：(保安院)今の施設もしっかり維持すれば中期的な安全を確保出来るという

考え方は持っております。しかしながら更に長期的にこういったあるいは長

期的に施設の信頼性の向上という努力をしていく必要はあるということでご

ざいます。 
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Ａ：(原安委)原子力安全委員会ですけども、お尋ねの班目委員長のお答えとい

うのは多分委員会後のブリーフィングの中でのお答えだったかと思います。

ちょっと詳細は記憶しておりませんが、多分言った趣旨は、規制関係法令の

具体的な在り方というのはこれは当然規制行政庁において検討するべき話だ

という意味で申し上げたものだと思います。 

 

Ｑ：そうすると園田政務官お約束いただけますでしょうか。海底土の放射性物

質の汚染について今規制法が日本にはありません。ない場合はその無法状態

で汚染しまくり放題大丈夫ということになってしまいます。これはまずいと

思いますので、法律をきちんと政府として出すということを政府として検討

するということを確約していただけますでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。政府としてというその立場で今この場で私が申し上げ

るわけにはまいりませんので、当然そういったご指摘もあったということを

受け止めさせていただいて内容について更に詳細を検討する必要があるのか

なというふうには思います。 

 

Ａ：(東電)最終版かというお話でございますけれども、この資料は私どもが 4

月 17 日の時点から今回の事故の収束に向けた道筋ということでステップ 1、

ステップ 2 でどういうふうに仕事を進めていったのかというようなことを記

載させていただいております。今回ステップ 2 完了ということで最終版とい

う形に記載はさせていただいておりますが、ご質問のとおり最新版の状況で

ございます。したがいまして今後は先ほど園田政務官の方からお話がありま

したとおり今後は中長期の対策会議に基づく中長期ロードマップでの仕事の

進め方を管理していくということになります。 

 

Ｑ：ありがとうございました。すいませんもう 1 点だけ忘れてました。園田政

務官前回海洋に投棄をしたというときにこちらの会見をしているときに映像

で見させていただいてたんですけども、海外に伝えたということをお伝えに

なっていらっしゃいましたけれどもそのときリアルタイムで外務省に実は確

認をしましたところ、原子力協力の担当の方が普段は情報収集をしてプロト

コルのところですね。議定室が海外に伝えるということをおっしゃってまし

たが、あの時はまだそういった作業をしていないとおっしゃってましたので

園田政務官、非意図的に勘違いをされたか、意図的にごまかしをして嘘を言

ってしまったかどっちかだと思うんですけども勘違いであったということで

よろしいでしょうか。 
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Ａ：(園田政務官)いや、私はもう既に在京の大使館には全て連絡がいっている

というふうに連絡を受けたものですから、そのことをお伝えさせていただい

た次第でございます。 

 

Ｑ：連絡は外務省からということですか。誰から報告を受けてたんでしょうか。

外務省はそういった仕事はまだ一切手をつけていないということでした。 

 

Ａ：(園田政務官)外務省であったかどうかはちょっと今記憶がありませんけれ

ども、確かにあの時点で在京の大使館には既に伝わっているということが確

認出来たという連絡が来たのでそのことをお伝えをさせていただいた次第で

ございます。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。園田政務官によろし

くお願いします。まずこれまで質問させていただいていることの回収が三つ

あります。それと質問その他が三つあります。よろしくお願いします。大臣

が最後に出席した統合対策室の会議との関係で特別プロジェクトの一覧を出

して欲しいという要望を出しておりますがこれはどうなりましたでしょうか。

同様に統合対策室の議事録の有無の中でお話にありましたその他の会議体の

一覧はどうなりましたでしょうか。それと前回一部を出していただきました

けれども、記者会見の記者区分ごとの参加数 4 月 19 日の 7 月 19 日以前の分

と今日も含めて 7 月 1 日以降の分も欲しいと思っております。これは今後ど

こに回収を連絡すればいいのかどうかよろしくお願いします。それと質問三

つあります。私だけでなくてこれまでに質問中で回答を待っているというの

があるかと思うのですが、これはどこか統一的な窓口というのがあるんでそ

うか、作るんでしょうか。こちらでそれぞれ回収先がどこになるのかこちら

で調べえて聞く必要があるのかどうか。それと質問二つ目です。今日の記者

会見大臣社長が帰られた後も質問が途切れずにここまで続いておりますけど

も、こういった状況であってもこの合同会見何が何でもやめる。合同会見と

いう形ではこの組織では無いとしても同様の形のものを一時的に記者会見を

開くつもりがないのかどうか。どうしてもやめるのかどうかお答えください。

それと三つ目。この記者会見が終わる、あるいは統合対策室が解散してから

新組織発足までの間どれくらいの時間なのかは知りませんけども、その間に

最大余震ですとか非常に大きなトラブルが生じた場合対策対応はどこがやる

のでしょうか。その記者会見はどこがやるのでしょうか。よろしくお願いし
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ます。以上です。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。特プロの一覧でまたその他の 2 問目のその他の会議体

も含めて今確認をさせていただいておりますので、出来次第佐藤さんにはお

届けをさせていただくつもりでございます。その次の問い合わせの先は皆さ

ん方のお手元にもう既にあろうかと思いますけど今後問い合わせの先の一覧

についてはお配りをさせていただいてますので、そこにお問い合わせをいた

だければというふうに考えておりおります。後この記者会見の区分について

は先般もお伝えをさせていただきましたけれども、あれ以上の作業をやると

なると大変困難な作業になってまいりますのでその点については申し訳ござ

いませんが控えさせていただきたいということは先般もお伝えしたとおりで

ございます。したがってあそこまではコンピューター上で出来ましたので、

それに際しましても大変な労力であったと聞いております。したがって今後、

そのことについては、私どもとしては残念ながらお答えをすることができな

いということだけお伝えをさせていただきます。5問目、会見その後について

でありますけれども、これについては、先ほどらいお伝えさせていただいて

おりますけれども、新組織が立ち上がった時に、皆さん方にはお伝えをさせ

ていただく所存でございます。更に最終的にそれまでのトラブルが何らかの

形で起きた時には、当然ながら、今、現在本部の事実上の事務局は保安院が

担っているというところもありますので、保安院あるいは大変重大な事故等

が起きたという場合には、官房の中におけるトップである官房長官がそれに

対応するという形になろうかと、政府内ではそのようになろうかと思います。 

 

Ｑ：分かりました。そして問い合わせ先は了解をいたしました。確かにそうい

った資料があります。それと記者会見の参加区分のやつですが、12 月 1 日ま

では既に出ておりますが、それ以降、今日も含めて、これの分、加えて以前

いただいてるデータをアップデートして欲しいんですけれども、それもやら

ないということなのでしょうか。それと 7月 19 日以前のもの、仮にこれが政

府の持っている文書であれば、政府に対して行政文書の開示請求で元の紙の

ものを出していただくことはできるんですけれども、今回、東京電力がこれ

を全部管理してるということですと、もう今後一切、この記者会見への参加

者数というのは知り得ないということでいいんでしょうか。これは東京電力

と園田さんからお答えいただければと思います。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)はい、正しくですね、行政文書ではありませんので、東京電

力で管理をしてもらってます。したがって、できる限りの作業というものは
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やっていただければなという思いは、私も思っておりますけれども、何分、

もう今日の時点で対策室がこれで解散をさせていただいたところでございま

すので、私の立場で東京電力に対して、それをどうのこうのするということ

の、言わば指揮命令状態ではないということだけでございます。あとは自主

的に、何らかの形で対応はしていただければなというふうに思います。 

 

Ｑ：東京電力からよろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電)はい、東京電力で持っておりますのは、皆さまが当社の建物の中に

入ってくるという入館のいわゆる記録でございまして、こちらに関しまして

は公表する予定はございません。 

 

Ｑ：12月 1日分までは出ていますが、12月 1日以降から今日の記者会見までも、

前回出してもらったのと同じ形式、前回もらったやつをアップデートするよ

うな形で出すようなことも考えていないということなんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、今のところ考えておりませんけれども、12 月 1 日以降の分に

関しましては、いわゆるコンピュータ処理が登録システムで動いております

ので、比較的時間の掛らない範囲でできるかと思いますが、少し検討させて

いただければと思います。 

 

Ｑ：分かりました、そうしましたら具体的にお願いをいたしますと、今いただ

いているデータというのが7月 19日の記者会見が第1回目として出てきてい

ます。今日の 12 月 16 日の記者会見まで通しで、前回と同じような形でいた

だけないかと思います。欠落分といいますか 12 月 1 日以降の分を追加するの

ではなく、それも含めて、全体をアップデートして欲しいといことです。 

 

Ａ：(東電)どのような形で提供できるかについては、確認させていただきます。 

 

Ｑ：はい、7 月 19 日以前のものですけれども、これは参加した記者の所属機関

の名前ですとか、記者の名前を墨塗りにするような形で紙をそのまま出して

もらう、あるいは PDF にしてデータとして配布するようなこともお願いでき

ればと思います。記者の区分の数さえ分かればいいということですので、ご

検討お願いいたします。以上です、ありがとうございます。 

 

Ａ：(東電)はい、7 月 19 日以前の分のつきましては、何分これ全部手作業にな
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りますので非常に難しいというふうに考えております。 

 

Ｑ：了解しました。では 12 月 1 日以降の分、ご検討よろしくお願いします。 

 

○司会 

 では次の方。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども、まず一点。東京電力副社長か松本さんに。ロ

ードマップなんですけれども、大分以前なんですけれども、3月に武藤副社長

が日々更新している工程表があるという発言をされていたんですけれども、

そのことに関して、その後、細野補佐官が当時、内容が専門的なものがある

ので、当初、それはそのまま公表ができないので、今のような分かり易い形

に変えたということをおっしゃっていたんですが、元々の、今、東京電力で

実際に使っている工程表というのを公表されるというのは考えられないでし

ょうか。それから保安院森山さんに。先ほどタンクの増設に関して、3 月に

14 万ｔいっぱい、いっぱいになってしまうのを、保安院として妥当としてい

るわけではない、様々いろいろ検討されてるというご発言があったんですけ

れども、そうすると仮に今回施設の運営計画の中で、この部分は入ってなか

ったわけですけれども、仮にこの記載があった場合は、あの運営計画は、保

安院としては妥当という評価はされなかったということになるんでしょうか。

その点、確認できればと思います。それからこれは園田政務官に。冒頭で細

野大臣の挨拶の中で、住民の方の除染や健康の不安を取り除くこと、それか

ら賠償に取り組むことというのが、今後、外のこととしてオフサイドで向き

合っていくことだというご発言があったんですけれども、避難に関して言及

がなかったんですが、これは例えば、今後は特定避難勧奨地点等の追加設定

に関しては、もう検討もされないということになるんでしょうか。それとも

言及されなかっただけで、そういった可能性もあるということなんでしょう

か。確認できればと思います。それからもう 1 点最後に。今、こちらにご出

席されている方々、今日は随分数がいらっしゃると思うんですけれども、そ

れぞれの方々に、先ほど東京電力は日々、毎日会見をやるということなんで

すが、それを含めて毎日 1回なのか、2回なのか、それぞれのご担当者の方、

今後の情報発信のやり方として、どういったことを考えられているのか、そ

れぞれの方にお伺い出来ますでしょうか。会見として何かやることになるの

か、それとも聞かれた場合は答えるのか。以上お願いします。 
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Ａ：(東電)東京電力からお答えさせていただきますが、日々の作業予定ですと

か週間工程等につきましては、私どもの社内文書でございますので公表する

予定はございません。 

 

Ｑ：園田政務官にお伺いしたいんですが、情報の透明性含めて考えると、要す

るに毎日何をやっているかというのが分かるというのは、非常に安心にもな

ると思うんですけれども、これを政府の方で公開されるお考えというのは、

要請されるお考えというのは、いかがでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)どういったものなのか、ちょっと私は承知しておりませんの

で。 

 

Ｑ：読んだことは、ご覧になったことは。 

 

Ａ：(園田政務官)ありません。 

 

Ｑ：下の 2階に貼ってあると思うんですけれども、是非一度、ご覧になられて、

週間工程表、あるいは月間工程表、いろいろな種類があると思いますが、実

際に何をやっているのかというのは、確認できるようなもの、もしあれば公

表の方、お願い出来ればと思うんですけど。 

 

Ａ：(園田政務官)ちょっと政府内で、どういったものがあるのか探してはみま

す。 

 

Ｑ：政府内ではなくて、東京電力が使っているものです。 

 

Ａ：(園田政務官)それは東京電力の内部の話だろうと思いますので。 

 

Ｑ：ですので、政府の方で、それを公開されるというように要請されるお考え

はないですかという質問なんですが。 

 

Ａ：(園田政務官)そのものをというよりは、今後、先ほどらい申し上げており

ますように、中長期のロードマップというものを、政府とそれから東京電力

で確りと作っていくんだということがございますので、その中長期へのロー

ドマップをきちっと国民の皆さん方にお示しが出来るように、私どもも何ら

かの形で東京電力とは話はさせていただきたいと思ってます。 
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Ｑ：もちろんそれも結構なんですけれども、要するに大分以前なんですけれど

も、工程表が発表されてから 1週間たち、2週間経って、何％ぐらい進捗して

いるのかという質問にですね、答えられないわけですね。そういったことが

あるので、そういった日々の作業予定というのが分かれば非常に情報として

は周りの心配されている方に安心にもつながると思いますので、是非お願い

いたします。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけれども。タンクの件のご質問でございます

が、これは施設運営計画で冷温停止にかかる部分のその 1 でございますけれ

ども、必要に応じ増設をするといった趣旨のことがございましたので、その

範囲で問題はないと考えておりましたし、また東京電力でも様々な検討があ

るということは承知しております。それから、保安院の情報提供、情報公開

の関係でございますけれども、保安院といたしましては定例でのブリーフィ

ング、それから保安院長も、これは月に 1 遍位でございますけど、会見をす

る予定でございますし、それから様々な報道発表資料は速やかに公開します

し、必要に応じてまた保安院からも説明をいたしますし、またお求めがあれ

ばですね、必要な説明をすると。また、問い合わせにも対応していくという

ことで情報提供、情報公開にはしっかり努めていきたいと考えております。

以上でございます。 

 

Ｑ：分かりました。すみません、先ほどそうすると 3月に 14 万ｔでいっぱいに

なることを言ったのに対して保安院として妥当としているわけではないとい

うのはどういうふうに理解したらよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)はい。今申し上げましたように、３月でいっぱになるということ

だけではなくて、必要に応じて増設をするということをはっきり書いてござ

いましたので、その範囲で妥当であるというふうに判断いたしました。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(園田政務官)特定避難勧奨地点の設定でございますけれども、当然今まで

とおり行っていくことには変わりはございません。詳細については事務方か

らご説明があるかと思います。 

 

Ｑ：分かりました。 
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Ａ：(支援 T)特定避難勧奨地点についてのご質問がございました。追加での設定

についてのご質問でしたが、今後モニタリング等をやって基準値を超えるこ

とがあれば設定を、追加で設定をしていくということはあり得ると考えてお

ります。以上です。 

 

Ｑ：それは例えばどの位の目安で、期間、どの位で区切ってというのはスケジ

ュールみたいなものはあるんでしょうか。だらだらモニタリングやっていて

ですね、期限切っていかないといつまでたっても新しい地点というのは決ま

らないと思うんですけれども。 

 

Ａ：(支援 T)はい。具体的な期限というものがあるわけではございません。継続

的にやってまいります。 

 

Ｑ：そうするとですね、期間というのを切らずに積算線量で、じゃあ避難地域

をどう決めるかというようなものも分からないと思うんですけれども。その

辺は全く考慮されていないんでしょうかね。たまたま測ってそこが高かった

ら、じゃあ避難地域に指定するって、そんな感じなんですか。 

 

Ａ：(支援 T)現実的には相当程度のモニタリングをこれまでやってまいりました。

その結果を見てこれまでも設定をしてきたところでございます。今後やるも

のは追加の、追加というよりは 2 回目のもの、こういうものが増えるのでは

ないかと考えてございます。 

 

Ｑ：ですのでその期限というのをどの位で見ているのかというんですが、その

期限がないというのは適当になんか思いついた時にですね、しようかなと。

そういうような程度なんでしょうかね。 

 

Ａ：(支援 T)先ほど申し上げましたが、これまで相当程度やって、既にやってご

ざいます。そしてその結果については得られているところであります。 

 

Ｑ：そうすると当面はもうないということですか。 

 

Ａ：(支援 T)今、具体的なスケジュールについては手元に資料もありませんので、

ちょっと承知をしてございません。 
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Ｑ：分かりました。そうしましたら、ちょっと情報のこれからの発信の仕方に

関して全員の方にお伺いできればと思うんですけど。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省です。情報発信ですけれども、この会見でお配りして

おります資料については、これまでもそうですけれども、日々ホームページ

で公開しているところであります。それから、それに関連する、モニタリン

グに関連するご質問については本日お配りしております問い合わせ先、文科

省ですと原子力災害対策支援本部、こちらの方でご質問は受ける体制となっ

ております。 

 

Ｑ：そうすると、ちょっと確認です。文科省としては文科省から自発的に会見

みたいな形で情報を発信していくということは当面はないという理解でよろ

しいですか。 

 

Ａ：(文科省)はい。そこのところは予定してございません。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(原安委)原子力安全委員会ですけれども。安全委員会では、皆さんご存知

かもしれませんけども、委員会の会議の後に安全委員長等が記者ブリーフィ

ングを行わさせていただいておりまして、それについては今後とも引き続き

行っていくこととしております。それから、環境モニタリング結果の評価に

ついては、この統合会見に合わせて、週 2 回これまで取りまとめて、その際

にご説明させていただいておりましたけれども、最近、環境モニタリング結

果についての全体的な傾向が大きく変化が少なくなってきておりますので、

今後はこの環境モニタリング結果の評価につきましては、原則週 1 回程度の

取りまとめにして、ホームページにおいて公表することといたしたいと思い

ます。ご質問がある場合には、その後に直近で開かれる会議後の記者ブリー

フですとか、あるいは今日お配りしております事務局の総務課の方にお問い

合わせいただければと思います。 

 

Ｑ：分かりました。先ほど聞きましたっけ。東京電力はじゃあ今、毎日 2 回と

いうことでよろしいですか。 

 

Ａ：(東電)はい。これまでとおりのペースでやらせていただきたいと、当面の

間は少なくとも。もちろん統合会見につきましては政府と一緒にさせていた
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だくということになりますが、それ以外の面で毎日 2 回のペースで引き続き

やらせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

Ｑ：分かりました。ちょっと 1 点だけ。被災者支援チーム、住民班の、住民安

全班の植田さん、被災者支援チームとしては情報発信の方法というのは何か

あるんでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)はい。今日配布した 1枚紙、連絡先がございますが、お問い合わせ

についてはお答えをさせていただきます。また、お伝えすべき案件、生じる

毎に ERC のブリーフの場等も活用しましてご説明をさせていただきたいと考

えています。 

 

Ｑ：今後、先ほど細野大臣もおっしゃっていたように、外向けのそういった作

業が非常に重要だと思うんですけれども、その中で生活支援チームというの

は位置付けとしても重要だと思うんですが、それでも以前とですね、従来と

同じようなそういう受け身の情報の出し方で十分だというふうにお考えなん

でしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)先ほども繰り返しになりますけれども、お伝えすべき案件があれば

ですね、お伝えをさせていただくと、ブリーフをさせていただきたいと考え

ています。 

 

Ｑ：一つだけ教えてください。そのお伝えすべき案件というのは具体的に何で

しょうか。 

 

Ａ：(支援 T)ちょっと今後のことは分かりませんけれども、例えばこれまでも緊

急時避難準備区域の解除等々、節目節目、その都度ですね、ご説明をしてま

いりました。今後もそれを継続するつもりであります。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会 

 次の方。 

 

○フリーランス 島田 

Ｑ：フリーランスの島田と申します。よろしくお願いします。園田政務官、今
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回の野田総理の会見で事故収束という言葉が出ました。これは狭義といいま

すか、炉内だけの事故収束と言ってもですね、例えば毎日新聞とか朝日新聞

には事故収束というタイトルが出ます。そういうタイトルが出てしまえば多

くの国民は事故は収束したんだという認識になってしまうと思うんですけれ

ども、そういう意図を込めて確信的に事故収束という言葉を使ったのかどう

なのか。この事故収束という言葉の意味合いについて、意味合いとその拡が

り方についてお伺いできればと思います。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。ちょっと総理のですね、記者会見におけるご発言がで

すね、どういう形であったのか、ちょと私確認はしておりませんけれども、

今日の原災本部での総理の言葉とそれから先ほど細野大臣から申し上げた言

葉と何ら齟齬があったというふうには聞いておりません。したがいまして、

記者会見でもですね、当然総理は発電所そのものの事故収束においては本日

達成することができたというふうに申し上げた、事故収束をすることができ

たというふうに申し上げたのではないかというふうに思います。それに加え

てこれからもやっていかなければならない除染も含めてですね、健康管理、

避難住民の皆さん方、あるいは福島県民の皆さん方に対するそういった対策

については大きな課題として政府全体として受け止めていると、そしてそれ

をやっていかなければいけないという旨の発言があったんではないかという

ふうに、私はちょっと公務で見ておりませんでしたので、後で確認はしてお

きたいと思います。恐らくそういう意図であったんではないかなというふう

に思います。 

 

Ｑ：そういう意図であったとしても、事故の収束という言葉が独り歩きしてし

まうのではないかという意味で、その事故収束という言葉は時期尚早ではな

かったのかという気もするんですけれどもいかがでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)恐らくこのように総理は発言をしたんではないかというふう

に思います。本日私が本部長を務める原子力災害対策本部を開催をした、そ

の場において原子炉が冷温停止状態に達し、発電所の事故そのものは収束に

至ったと判断される旨の確認を行ったというふうにメモに書いてありますの

で、恐らくこれを申し上げたんではないかというふうに思います。したがっ

てどうぞこれは、恐らく総理の記者会見は生中継でも行われていたというふ

うに思っておるんですが、そうであるならばちゃんと編集なしにちゃんと私

は国民にお伝えをすることができたんではないかなというふうに思っており

ます。 
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Ｑ：だからその言葉が針小棒大に伝わってしまうのではないかという意味で、

その言葉自体の意味合いがこの段階で良かったのかと思うんですけれどもど

うなんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)いつも私も申し上げておりますけれども、会見の中で 1 つの

言葉だけを取り上げて、どうだというようなご評価をされるよりは、しっか

りと頭から最後までの間における流れをきちっと捉えていただいて、正確に

報道をしていただければ私は有り難いというふうにいつも思っている次第で

ございます。 

 

Ｑ：併せて、今園田政務官は公務で聞いてないというご発言がありましたけれ

ども、今後仮にその記者会見が各省庁また東電とかで、同時多発的に行った

場合、この話を例えば午前中に文科省があって、午後頭に経産省があって、

その後に東電会見があった場合、その東電会見で文科省でこういう話があっ

たけど聞いてないってことが想像できると思うんですけれども、こうなった

場合の情報共有の在り方というのはどう考えてますでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)当然私、内閣府の場合は、あるいは官房機能がございますの

で、そういった点では各省の様々な細野大臣の所には情報が入ってまいりま

すので、そこにおいて一元的に見渡せることができるんではないかというふ

うには考えております。ただし、時間に様々な形で一瞬にして全てが、1人の

人間が把握をするということは、これはなかなか難しいところでございます

ので、時間の差はあろうとは思いますけれども、情報のなるべく共有化とい

うものは今後も努めていく必要があるかなというふうに思います。 

 

Ｑ：把握が難しいのであれば、統合会見で一緒にやった方がいいのではないか

という気持ちもあるんですけれどもいかがでしょう。 

 

Ａ：(園田政務官)いえいえ、対策として行っていくことと、それから皆さま方

にお伝えをすることはまた別のことでございますので、当然ながら私どもは

しっかりと情報を各省がどういった対応策をやっておられるのかというとこ

ろは、官房の中で一元的にやっていくというふうにしたいと思います。国民

の皆さま方を始めお伝えをする時は、先ほど支援チームからもありましたけ

れども、しっかりと責任においてそれを発信していく必要があるというふう

に思います。 
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Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 こちら最後でよろしいですね。こちら側にいきます。あと何人いらっしゃい

ますか。お 1 人、2 人、3 人。まずそちらの方、それとその前の 3 人の方と、

あともう 1人いらっしゃいましたですね。じゃあお願いします。 

 

○TBS テレビ 片山 

Ｑ：TBS テレビの片山と申します。先ほどの質問とちょっと関連してなんですけ

ど、東京電力にお伺いしたいんですが、1号機から 3号機で、圧力容器及び格

納容器の中で、今でも 100℃以上の温度を示している箇所というのは何箇所あ

って、それはどこで何℃を示しているかというのを教えていただきたいなと

思っております。今 100℃以下の所しか示されてないと思うんですが、分かる

範囲で。先ほど SRV 漏えいについて聞いたんですけど、他にも多分 CRD ハウ

ジングという所も非常に高い温度じゃないかと思うんですけれども、その何

箇所あって何℃かを教えてください。それと関連で、この 100℃以上の部分が

もしあるとすれば、それは例えば園田政務官とか保安院にはこれは伝わって

いるんでしょうか。あとこれはそもそも公開はしないんでしょうか、教えて

ください。 

 

Ａ：(東電)まず 1号機と 3号機はございません。2号機で 4箇所ございます。ま

ず先ほど申し上げた 2 点と、圧力容器のヘッドフランジのところで 100.8℃、

それから CRD でのハウジング下部の検出器のところで 391.6℃というような

状況でございます。したがいまして、この 4点が 100℃を超えてるという状況

でございます。それからこちらに関しましては、これまで私どもといたしま

しては健全な温度データであるというふうにほぼ推定ができるというような

ものを代表点として公表させていただいておりまして、そのほかの点につき

ましては機会をとらえて、前回の炉心損傷の状況ですとか、施設運営計画の

（その 1）の公表の際とかに併せて公表はさせていただいております。なお保

安院さん、それから政務官さんの方にどういった形で伝えていくかについて

はちょっと確認させてください。 

 

Ｑ：政務官はお聞きになってたんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。保安院からそのような情報は入っております。 
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Ｑ： 

 すいません、先ほどのその 391.6℃という温度なんですけれども、これはちょ

っと詳しくは分からないんですけど、CRD ハウジングっていうのは、この圧力

容器底部のすぐ近くなんじゃないかと思うんですけれども、仮に近くにこれ

だけ 300℃以上のものがあっても、それは部分的だから冷温停止をしてるんだ

ということなんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)こちらに関しましては、以前公表させていただいている事故後のプ

ラント挙動の中にアップロードしてございますけれども、かなりトレンドと

してはばらついていますので、こちらに関しましては位置は確かに CRD ハウ

ジングでございますので、圧力容器の底部からちょっと距離は忘れましたけ

れど、その下にあります、何 m か下にございますけれども、こちらに関しま

しては少し挙動がおかしいのではないかというふうには見ています。 

 

Ｑ：挙動がおかしいというのは温度計自体がおかしいということですか。 

 

Ａ：(東電)はい。挙動が 0℃を示したり、いわゆる 100℃から 150℃を示したり、

一時的には 400℃になったり、400℃から 150℃まですっと下がってみたりと

いうようなところで、余り信用できない温度計ではないかというふうには見

ています。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 はい。では、そちら。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です。大きく 2 問ございまして、前半東京新聞の記事

について保安院の方に。後段は国民ニーズについて園田政務官にお願いしま

す。まず保安院の方にお伺いしたいんですけども、福島第一の総量規制は、

放射性物質の上限量はセシウムなどそれぞれ 2,200 億 Bq、これは事実でしょ

うか。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけど、今ご指摘の総量でございますか。総量

は保安規定で放出目標値として定めてありまして、今ちょっと数字は持って
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おりませんけども保安規定に書いてございます。 

 

Ｑ：数字が分からない。この総量はオーバーした場合って法的な対応は何かあ

るんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)今の保安規定の作り方でございますけども、法令上は 1mSv という

ことが基準になっております。その上で、他方で線量目標と言いますか、で

きるだけ可能な限り下げていくということで目標としてこの放出量につきま

しては努めるという規定になっております。当然努めるとあっても、保安規

定にございますのでそれはしっかりと守っていく必要はあろうかと思います。 

 

Ｑ：そうしますと 4 月の 2 日間で、これは暫定ですけども、4,700 兆 Bq を流し

た東電に対しては、特に今のお話で言うと罰則等何か法的な対応というのは

特にないということでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)これまで結果として漏えいしてしまったケース、それから先ほど

申し上げました、これは危険時の措置という形で低濃度のものをやむを得ず、

高濃度の汚染水を漏えいさせないためにやむを得ず取ったという措置はござ

います。つまりそういったものは少なくとも低濃度の汚染水につきましては、

法令の枠組みの中で対処したということでございます。 

 

Ｑ：そうしますと、東京新聞の今朝の記事って間違ってないんじゃないですか。

どこが間違ってたんでしょうか。何か問題ありましたか。 

 

Ａ：(保安院)先ほど私が申し上げましたのは、0というふうに考えてないという

ことだけ申し上げました。 

 

Ｑ：いや、つまりこの東京新聞の記事はその法的には 0、流出量は 0と扱ってき

た、法的には 0 と扱ってきたということなので、今のお話の流れで言うと記

事の大方な中身というのはそんなに間違ってないんじゃないでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)法的に 0ということは全くそういう扱いはしておりません。 

 

Ｑ：じゃあこれ東京新聞は間違ってるんですか。 

 

Ａ：(保安院)どういう趣旨で書かれているか分かりませんけども、保安院とし
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てちゃんとこれまで放出されたものあるいは結果的に漏えいしたものについ

ては評価をしておりますし、4月に低濃度の放出をした際にもどれくらいのも

のかというちゃんと放射性物質の放出量の評価もしております。 

 

Ｑ：再度すいません。事故が収束するまでは福島第一は従来の総量規制は適用

しないということを保安院の方が言われたということなんですが、言った言

わないとしましてもそれはちょっと置いときまして事故が収束するまで福島

第一には従来の総量規制は適用しないというのはこれは事実ですか。総量は

適用出来ないということが正しいかと。 

 

Ａ：(保安院)結果として出来ていないということではないかと思います。 

 

Ｑ： 

 そうですよね。 

 

Ａ：(保安院)適用しないということを申し上げた事はないと考えております。 

 

Ｑ：出来ていないであればそんな私としては東京新聞の記事はそんな間違って

いないではないかと思います。分かりました、ありがとうございます。園田

政務官に一点だけお伺いします。今 IWJ のユーザーも合わせましたら 6 万人

近くのユーザーがこの会見を見てるんですね。先ほどアンケートさせていた

だいたんですけども 95％の人が今後もこうした総合的な情報を国民に伝える

会見を継続して欲しいというのが 95％もいたんですね。これはほとんど見ら

れないほど高い値なんですが、これはニコニコ動画がどうのこうのじゃなく

てネット全体の問題としてこれぐらい IWJ も含めましてこれだけ関心が高く

てニーズがあるというそういった国民の声についての受け止めをお願いしま

す。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。当然ながら国民の皆さん方に私どもも情報を提供する

ということは従来から申し上げてるように大変重要なことでありますし、ま

た政府の説明責任という点も私はあろうかというふうに思ってますので、従

前より私もその責めを負うというかその責任を果たすつもりでこの場に立た

せていただいているというのが現状でございます。したがって国民の皆さま

方にこれまでもそうでありましたけれども、これからも私自身はしっかりと

説明責任を果たしてまいりたいというようには考えております。 
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Ｑ：ありがとうございます。是非大臣にも 95％超が会見を継続して欲しいとい

う声は是非お届けください。ありがとうございました。 

 

○司会 

 はい。では隣の方。 

 

○NPJ 吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ 吉本興業のおしどりです。園田政務官によろしくお願いいたします。中

長期対策会議が立ち上がるということで、ではオフサイトの方に話が移ると

いうことで事故直後の内部被ばくの評価はどのようなスケジュール感で検討

されることになってるんでしょうか。もう 1 点除染ボランティアについてお

聞きします。第 119 回の放射線審議会がありまして除染に関する作業につい

て話合われておりました。民間の労働者に関する除染に関する規定は電離則

でいろいろ守られております。そして公務員は放射線障害防止規則で守られ

ております。そして福島県内の除染ボランティアは福島県内で健康調査やも

ろもろ線量把握をされるが県外の除染ボランティアに関しては何ら枠組みが

ないので、被ばくに関することに関してはアナウンス注意するようにアナウ

ンスするガイドラインを出すしかない。今のところそういうやり方しかない

というような話合いでしたが、県外の除染ボランティアについて何らか政府

として中長期対策会議で対応されるおつもりはあるでしょうか。もう一点、

中長期対策会議というのは具体的にどういうメンバーでどこに部屋が置かれ

るものでしょうか。この問い合わせ先一覧がありますのでこのように直通の

電話、若しくはサイトなどは立ち上がるんでしょうか。あと質問の回収なん

ですが環境中に放射性物質を撒き散らすことに関してテロ関しての処罰の法

律はありますが、過失に関しての取り締まる法律は結局あるんでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。まず内部被ばくの件でございますけれども、これはた

だいま原子力被災者生活支援チームが測定事例の収集であるとか、あるいは

学会等での議論これを今行っていただいておりまして、状況把握等に今作業

を開始しているということでございます。今後の結果をお待ちをいただけれ

ばというふうに思っております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。学会等での議論ということでアンスケアの方から

事故直後の公衆の被ばく評価というののデータリクエストに上がっておりま

して、9月 9日の安全委員会のアンスケアの報告に関するワーキンググループ
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がありましえて研究者で結果を出すのを待っているのではなかなかまとまり

にくいので国というか政府の方で、計算をきちんとする姿勢もいるのではな

いかという議論がされておりますが学会等の議論を待つということでよろし

いでしょうか。被災者生活支援チームの調査と。 

 

Ａ：(園田政務官)言わば今情報収集をさせていただいている段階でございます

ので今後の検討状況になっていくというふうに思います。 

 

Ｑ：分かりました。では事故直後の内部被ばくを評価する機関としましては被

災者生活支援チームということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)幾つかの機関は今後考えられるだろうというふうに思ってお

りますけども、今は支援チームが現地対策本部とも連携を取っておりますの

でそういった点ではまず情報収集という点では先端でやっていただくという

ことになるとは思います。今後の機関、様々な機関については今後の情報収

集がした後の関係になってくると思いますので、ちょっと今の段階でどこが

ということは私では今把握はしていないということでございます。 

 

Ｑ：分かりました。それは被災者生活支援チーム医療班という認識でよろしい

でしょか。 

 

Ａ：(園田政務官)被災者生活支援チームとして今やっていただいているという

ことでございます。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(園田政務官)2 問目よろしいですか。除染のボランティアについてはこれは

先ほど大臣もおっしゃっておられましたけれども、当然県内外を問わずボラ

ンティアに対する様々な指針的なものを今後作らなければならないというふ

うに、公表をしていたところでございますのでそれを元に各地域においても

いろんな対策が取られていくんではないかなというふうに考えております。 

 

Ｑ：分かりました。では電離則、放射線障害防止規則若しくは福島県内の健康

調査に変わるような被ばく線量管理、健康診断はなくアナウンスのみという

今のところ県外の除染ボランティアは気をつけるようにというアナウンスの

みということでよろしいでしょうか。 
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Ａ：(園田政務官)今のところ環境省ではそのようなことで注意喚起を申し上げ

ているということでございます。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(園田政務官)それから 3問目はこれはどういった質問でしたかね。 

 

Ｑ：中長期対策会議は具体的にどういうメンバーでどこの部屋で、そしてこの

問い合わせ一覧のような連絡先ホームページは情報公開のことはどうやって

お考えなんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。先ほども申し上げましたけれども再度申し上げます。

会議はまず共同議長として枝野経済産業大臣、そして細野原発事故収束再発

防止担当大臣が共同議長でございます。副議長においては内閣府の大臣政務

官とそれから経済産業大臣の政務官と同時に東京電力の取締役社長がつくこ

とになっております。委員については経済産業省の方々も含めてその他議長

が指名するものという形になっておりますので、今後内部については先ほど

来申し上げてますけれども今日は設置が決まったということでございますの

で、その他のことはまだ何も決まっていない状況でございます。速やかにこ

れから詳細について検討させていただいて近々皆さま方にお伝え出来るよう

な状況をつくっていきたいと思ってます。すいません。 

 

Ｑ：ありがとうございます。質問の回収についてはいかがでしょうか。放射線

を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律がテ

ロなどの行為ではなく、過失に関するものはあるのかどうかという点です。 

 

Ａ：(園田政務官)他の法律がってことでしたんですよね。すいません今ちょっ

とまだ調べがついておりませんので、出来れば先ほどもお伝えさせていただ

いたとおりまたおしどりさんには個人的にメールでお答えが出来るかなと思

ってます。 

 

Ｑ：出来ればメールではなく公で教えていただきたいんですが、何かそのよう

は方法はお考えいただけませんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)まずは質問者に対しましてお答えをさせていただいて、その
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後についてはまたご相談させてください。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 はい。次の方。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：NPJ の日隅です。保安院の方にですね。先ほどタンクの増設については、増

設するというふうに東電が言っているから大丈夫なんだというような趣旨の

お答えをいただいたんですが。東電は場所がないんだというふうに言ってい

るんですよね。場所がないって言っているにもかかわらず、増設するから大

丈夫だって言われても具体的に保安院として、場所をどういうことを考えて

いらっしゃるのかなというのが一つ目ですね。それから、今後できる対策会

議の、これは事務局は保安院ということでよろしいんでしょうか。当面の間、

連絡先ですよね。具体的に電話番号とか教えといていただければと思うんで

すけど。それから東電ですけど。CRD ハウジングのデータについては、先ほど

口頭での説明いただいたんですけれども。それも含めて 100℃以上現在記録し

ている所については、挙動を示すものをやっぱり紙でちゃんといただいて、

我々の目で一体具体的にどういう挙動なのかということを確認したいので、

是非紙でご説明をいただきたいということと。すいません、ちょっと続けて

言いますけど。現存被ばくと緊急時被ばくの関係なんですけども、0.1mSv/年

しか外に気体としては出てないということであれば、これは明らかに緊急時

被ばくではないと。緊急時被ばくというのは、放射線が出続けているような

状態、あるいは出続ける可能性が非常に高いという場合を言うわけで、そう

でなければ現存被ばくにおける 1 から 20mSv の範囲内でやっぱり対策を立て

ていくというのが、前提になると思うんですけれども。その緊急時被ばくと

現存被ばくの今話た解釈が間違っているかどうかということを安全委員の方

に聞きたいです。もし、間違っているんだとすれば、その解釈具体的にどう

解釈するべきかというのをご説明いただきたい。後、記者会見の定期的な開

催なんですけど、これは関係省庁会議の作成されているマニュアルの原子力

災害対策マニュアルですね、原子力災害危機管理関係省庁会議が作成してい

るものに、17 ページに定期的に行うんだということが書いてあるんですよね。

これ現地の方でっていうことなんですけども、当然、中央でもこれについて

の関係資料等の配布とか、そういうことがどうも書いてあるようなんですが。

そうであれば今後も少なくともこのマニュアルに沿った情報提供というのは
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継続される必要があると思うんですけれども、その辺は先ほどまでの説明と

どのように整合しているのかどうかという、以上です。 

 

Ａ：(保安院)まずは保安院からですけれども。タンクの件でございますが、今

作られている物が3月ぐらいまでだということは承知しておりますけれども。

さらにその後の検討もされているということも承知しておりましたし、また

今回の施設運用計画のその 3 というのも出てまいりましたので、そこは内容

をしっかり確認して行きたいと思っております。それから、情報公開の関係

で言いますと、保安院は先ほど申し上げましたような定例でのブリーフィン

グは行うことと、毎日今も地震被害情報ということで情報を発信しておりま

すけれども、それは引き続き継続をして行くということでございます。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、紙で準備させていただきたいと思います。

（既にホームページで公表済み） 

 

Ａ：(原安委)原子力安全委員会ですけども。今現在、空気中に出ているものか

らの線量は敷地境界でも 0.1mSv 以下ということですけども、既に放出されて

地面に沈着している放射性物質からは非常に高い線量が出ていることもある

と、そういうことも考えないといけないと思います。それから、現存被ばく、

緊急被ばく状況というのについては、ICRP の方では一つの考え方を示してい

るわけでありまして、それを具体的な今の日本の状況でどう当てはめて行く

のかという意味では、今現在避難地域あるいは計画的避難地域に指定されて

いる区域については、緊急時被ばく状況というふうに考えていくのが 1 番分

かりやすいと思います。そういう意味では、今日大臣からも、あるいは政務

官からもお話ありましたけれども、今日のこの第 2 ステップ終了という判断

を踏まえて、今後こういう緊急防護措置区域の見直しというものが行われて

いくわけでありますから、その中で住民の皆さんが帰れる状況として扱って

いく地域はその時点から現存被ばく状況として扱うというふうになるんでは

ないかと思います。 

 

Ａ：(園田政務官)対策会議でございますけれども、先ほど来ちょっと大変申し

訳ございませんが、今日まず設置をするということが決まっただけでござい

ますので、その構成員についてのみが今日の段階で決まったとことでござい

ます。それ以上のことは、事務局がどこであるとか、あるいはどこの場所で

設置するであるとか、決まったわけではございませんので、大変恐縮ですが

決まり次第それはお伝えするつもりでございます。ご了承いただければと思
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います。それから記者会見、当然ながら何度も繰り返させていただいており

ますけれども、定期的にしろですね、どういう形にしろしっかりと情報提供

はしていく必要があると私も考えておりますので、それはしっかりとその責

任において果たして行きたいというふうには考えております。対策のマニュ

アルと連携をさせてというか、当然ながら対策のマニュアルの中でもやらな

ければいけませんし、恐らく会見というものはまた別のステージで行うこと

になろうかなというふうに思いますので、その中で判断はなされていくとい

うふうに思います。 

 

Ｑ：分かりました。今、最後のご回答は対策マニュアルに書いてあることは最

低限のものとして、それ以上のものを目指していかれるという理解でよろし

いでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。そうでございます。 

 

Ｑ：分かりました。後、現存被ばくの関係と緊急被ばくの関係は、そうすると

安全委員会としては ICRP の定義と、今回日本が採用する定義とはこれは異な

るということですか、そうすると。 

 

Ａ：(原安委)そこはですね。むしろ避難区域の解除とかなんかは本部の方でや

られますから、そこは本部にお答えいただきたいと思いますけれども。我々

としてはそういうふうに考えるのが 1 番自然ではないかなというふうに思っ

ておりますし、ICRP はどの時点でどこが現存被ばくエリアだと、あるいは緊

急被ばくエリアだときっちりアイデンティファイしなさいとは、必ずしも言

ってないというふうに私は見ております。 

 

Ｑ：つまり私が危惧するのは、緊急被ばく状態が続いているということを口実

に、20mSv 以上の部分が放置されるというのを気にしているわけで。 

 

Ａ：(原安委)そこはむしろ今日も大臣、政務官からもお答えありましたけれど

も、どんどん除染の努力は続けていくというふうにおっしゃっていると私は

受け止めております。 

 

Ｑ：そこら辺が誤解がないように運用していただければと思います。後、対策

会議についてはメンバー決まったって言われたんですけど、メンバーに連絡

するについても事務局が決まってなきゃいけないわけで、事実上保安院が今
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やっているということはいいわけですね。ただ連絡先までは発表するわけに

はいかないということでいいですか、理解としては。かつ、連絡先について

は決まり次第、どこかホームページ上に掲載されて、我々はアクセス出来る

ということでしょうか。連絡先が決まっても、たぶん今の状況ですと我々確

認することが出来ないことになってしまいますので。 

 

Ａ：(園田政務官)会議体が詳細が決まり次第公表する予定でおりますので、そ

れをもってまず皆さん方には周知を図らせていただきたいと思います。その

後については恐らく事務局も決まっていくだろうと思いますので、そこの事

務局への問い合わせという形になろうかと思いますので。それも含めて当然

第 1 回目の会議がスタートというところにおいては、そういったところも明

らかになるようにしていきますので、ちょっとそれまではお待ちをいただけ

ればと思います。 

 

○フリーランス 畠山 

Ｑ：フリーランスの畠山理仁です。情報公開の入り口である記者会見の運用に

ついて、これからも説明責任を果たしていきたいとおっしゃられた園田政務

官に伺いたいと思います。先ほど、細野大臣は、この会見の退席直前に記者

からの呼び掛けに対して、中継もされている嘘は止めてくださいとおっしゃ

るために会見場に一瞬だけ留まりました。しかし嘘は止めてくださいとおっ

しゃった直後に、細野大臣ご自身が明白な嘘をおっしゃっております。それ

は各省庁の会見には、フリーの方も入れるというふうにおっしゃったんです

が、これは明白な嘘でございます。きちんとお調べになってから発言をして

いただきたいなと思います。これにも関連するので伺います。先ほど園田政

務官は、トラブル時の記者会見には、実質担当している保安院、またトップ

の官房長官が政府で対応することになるとおっしゃいました。園田政務官が

まさかご存知ないはずはないと思いますけれども、官房長官の記者会見には、

フリーの記者は通常でも週に 10 回のうち 1回しか参加できません。また官房

長官の緊急会見時には、全く参加できません。これは情報公開の観点、園田

政務官がよくお使いになる言葉でいえば、広報の観点からこのことが全く問

題ないと思われるのか、緊急時の会見であれば、なお更多くの記者が入れる

ようにするべきだと思うのですが、園田政務官のご意見を伺いたいと思いま

す。 

 

Ａ：(園田政務官)細野大臣は、先ほど申し上げたのは、当然ながら全てにおい

てフリーランスの皆さん方が入れるということを申し上げたんではなくて、
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今ここに、当然ながら同席をしている皆さん方にお伝えをさせていただいて

いる省庁は、各省は当然フリーランスの皆さん方が入れる状況でございます

ので、そういったところを申し上げたということでございます。決して何か

嘘ということではないというふうにご理解をいただきたいというふうに思い

ます。ご指摘のように、ここ以外の省庁で入れない所はあるというふうには

聞いておりますので、その点は私も承知はいたしております。それは、それ

ぞれの省庁毎で判断の上で、記者会であるとか、そういった所で会見を開く

というような形式をとっているということは聞いております。それについて

は、私の範囲外でございますので、またフリーランスの在り方、記者会見へ

の参加の在り方については、また別途お話をさせていただきたいなというふ

うに思っております。それから緊急時の記者会見において、官房長官の記者

会見についてお触れになられましたけれども、当然、記者会見は緊急時とい

うところは、速やかに国民の皆さん方にお伝えをするというのが仕事でござ

いますので、そういった面では、今のとれる段階において、官房の中でそう

いう判断がなされているんではないかというふうに思っております。 

 

Ｑ：すみません、それではフリーの記者は国民ではないということでよろしい

んですか。 

 

Ａ：(園田政務官)あの、申しわけございません、ちゃんと言葉を正確に捉えて

いただきたいというふうに思っておるんですが、そういう誤った形で誘導を

していただきたくないんですね。もう 1 回申し上げますと、緊急時において

官房長官が広く国民の皆さん方にお伝えをするというのは、当然ながら素早

く集まっていただくというのもございますし、また幅広く国民の皆さん方に

お伝えをするというのが、第一義的な責務でありますので、そういった点で、

言わば限られた所での大手を使っての国民への周知というところを念頭に、

官房がそのように判断されたんではないかということでございます。 

 

Ｑ：速やかに集まっていただくということをおっしゃいましたけれども、以前、

これは今の官房長官ではなくて、枝野官房長官時代だったんですけれども、

枝野官房長官の緊急会見が行われる際に、官邸の入口にフリーの記者がちゃ

んと集まっていたにも関わらず参加を拒否されたということ実はご存知でし

ょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)いえ、その事実は、私は知りません。 
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Ｑ：それは問題ないと思われますでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)官邸の様々なセキュリティ上の問題ございますので、それに

私が口を挟む権限はございません。 

 

Ｑ：分かりました、ありがとうございました。 

 

○司会 

 あと、1人ぐらいだったかと思いますけども。後よろしいでしょうか。 

 

○フリー 伊藤 

Ｑ：フリーの伊藤と申します。8 月 26 日の除染方針の環境学的減衰についてお

答えいただける方にお願いします。原子力災害対策本部によると、推定年間

被ばく線量が 2年経つと 40％減少するということなんですけれども、この試

算の根拠となった計算式と文献を教えてください。これは黒ぼく土のところ

で、そういう計算が出る、そういう数値がでるのでしょうか。海外の論文を

幾つか見てみたんですけれど、場所によっても幅があるようなのでよろしく

お願いします。 

 

Ａ：(支援 T)支援チームでございます。只今のご質問ですが、調べまして改めて

回答したいと思います。 

 

Ｑ：そのお答えは、どのようにして教えていただけるものでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)先ほどらい、何度かやり取りがございましたけれども、統一的に本

件の事務局の方からお知らせをするやり方があると聞いておりますので、そ

のような形にするか、個別にお知らせをするかという形になると思います。 

 

Ｑ：分かりました、ありがとうございます。 

 

○司会 

 では最後、マイクをお願いします。 

 

○IWJ 岩上 

Ｑ：IWJ の岩上です。園田政務官、それから文科省の伊藤さん、お話を伺いと思

います。園田政務官に質問は、先ほど島田さんの質問で、会見の全てを見て



 

86 
 

欲しいというようなこと、総理会見の話ですね、おっしゃられておりました。

私は先ほど総理会見に出ておりまして、その全てというのをつぶさに、目の

前で見てきて、聞いてきたんですけれども、その中で今回のステップ 2 の完

了に関して、冷温停止状態が達成されたということは、総理は繰り返し言及

されたんですけれども、放射性物質の放出が抑えられたというようなことに

関しては言及なかったんですね。これステップ 2 完了の要件としては、放射

性物質の放出も抑えられるということは、重要な条件、要件になっていたは

ずで、ところが総理が会見で、そうしたことには言及はなかったということ

が、いささか気がかりでして、原子力災害対策本部で、ステップ 2 の完了の

要件をいろいろ満たしたということを確認したとして、今回の今日の宣言に

なってるはずなんですけれども、ではこの対策本部の中での実際の話合いと

いいますか、どの程度この放射性物質の放出を抑えられていると、抑えられ

たということは重視されたのか、あるいは軽視されたのかお伺いしたいと思

います。それに関連して、もう一問なんですけれども、収束を宣言、先ほど

からたくさん質問も出てると思いますし、出ていましたけれども、なぜこん

なに急ぐのかという話ですが、急ぐ背景に原発の再稼働、それから輸出、そ

して新設といった従来の原発を推進維持していく、大きな基本政策が、その

維持が、急がれるということ情がありはしないかという点についてお伺いし

たいと思います。それから伊藤審議官には、前回、こちらで以前ストロンチ

ウムの件について質問させていただいたわけですけれども、せんだって日本

分析センターに文科省が依頼して、分析を行った結果、同位体研究所が行っ

た分析と違う結果が出たと、横浜の件ですけれども、この 1箇所なんですが。

それについて詳しく文科省へ出向いて取材させていただきました。斎藤さん

という担当官の方、それから分析センターの方がお話くださいましたが、福

島事故由来ではないと結論づけたという報道が、第1報の記事レク後の報道、

ほとんど横並びで出たわけです。ところが実際に詳しく聞くと、事故由来で

はない可能性があるということで、必ずしも断定されてるわけでもない。な

のになぜ 1 箇所だけの追試で終わりになってしまうのか、都内 3 箇所もスト

ロンチウム出ている、逗子も出ている。それから、これまで余りいってこな

かったんですが、所沢では非常に高い値が、これ同位体の、出てるんですね。

348Bq/kg。こうしたことの追試は一切行わないという、なぜなのか。放射性

物質の放出を抑えられているというこの原子力災害対策本部の見解とも非常

に深く関わると思いますので重ねてここ質問したいと思います。またそこの

取材席上で文科省が 2 次調査をするときに範囲を 80km 圏内よりも広げると、

だけれども北関東と千葉くらいまでであってあちこちでこうした検出が日本

分析センターとは別の機関ではあるとはいえ出ている南関東首都圏、人口集
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積の多い人に影響の非常に懸念されるとこでありますけどもそこでは行わな

いというお話でした。こうした考えに変化はないのか、何か政府の姿勢とし

て一環して放射性物質の放出については大きく扱われたくない、あるいはそ

のことに関して触れられたくない、若しくは余り騒がれたくないあるいは軽

視している傾向があるのではないかとちょっと懸念持たれるところもあるの

でお伺いしたいと。それぞれ順にお伺いしたいと思います。政務官お願いし

ます。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。まず最初のご質問でございますけれども今日の 15 時 30

分から行われた原災本部での会合でございますけれども、その中で当然細野

大臣から放射性物質の放出がしっかりと管理をされ、そして大幅に放射線量

が抑制されていると、抑えられていると。すなわちステップ 2 の完了が確認

出来たと。目標の達成と完了が確認出来ましたということをお示しをして閣

僚間の中で確認をしていただいたということ実がございます。それを受けて

今日の恐らく総理の記者会見の中でこういうくだりがあったかと存じます。

原発のまず外の話から総理はされたというふうに聞いておるんですが、本格

的な除染のこれから未だ事故の影響が強く残されており本格的な除染の実施、

がれきの処理避難されている方々のご帰還の実現、まだまだ多くの課題が残

っていると。他方で原発それ自体については専門家による緻密な検証作業を

経て安定して冷却水が循環し原子炉の底の部分と格納容器内の温度が 100℃

以下に保たれており、万一何らかのトラブルが生じても敷地外の放射線量が

十分低く保たれる。恐らくこういったくだりがあったのではないかなと思い

ますが、一度私も確認はしておきますが総理もしっかりとその点は認識をし

た上で今日記者会見をさせていただいたんではないかというふうに思ってま

す。 

 

Ｑ：政務官よろしいですか。今のおっしゃるとおりだと思います。私の記憶も

そう変わらないので。でもそれは万が一のことが起こったときにも低く保た

れるんではないかっていうお話であって、今読まれたとおりですよ。つまり

仮定の上でこの後更に何事か起こってもコントロール可能なのではないかと

いうお話なのであって、要件としているのはもともと放射線量も低く保たれ

ていると、既に放射性物質の放出ですね、ごめんなさい、抑えられたと。つ

まり環境中に放射性物質は出ていない、あるいはそれは出ていたとしても取

るにたらないという判断にということになるんでしょうけども、そうしたこ

とが軽視されていませんかということです。今おっしゃられたくだりという

のは総理のくだりというのは決して放射性物質の放出そのものがもは十二分
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に低い、十二分に抑えられたということを直接的に示してるんではないはず

です。ちょっとそれはお読みになったのでよくお分かりいただけると思いま

すけども。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。そういう意味では毎月私も総理官邸には入らせていた

だいて直接の時もありましたし、総理秘書官でもありますけれどもあるいは

官房長官に対しましてはこれまでの放出量についての評価をさせて報告を逐

一させていただいてきた次第でございます。そういう点では総理も当然なが

ら毎月のこの放射線の放出量についても敷地境界における評価についてはし

っかりとご覧をいただいて認識をしていただいているものだというふうに思

ってます。今日の原災本部の中においてもそれが 0.1mSv 以下であるというと

ころの確認は取れているということは確認をしあったところであります。 

 

Ｑ：今質問で伊藤審議官に質問する質問も重ねてちょっとお伺いしたいんです

けども、つまり文科省はストロンチウムやプルトニウムなどの他の核種の調

査を始めたものはごく最近であってそれも 80km 圏内ということで、放射性物

質の現状、放出の現状というものの把握というのはまだ途上のはずなんです

よね。これから第 2 次調査も行うと。それも十分かどうかということもいろ

いろ議論の余地のあるところだと思います。なぜこの時点で放射性物質の放

出は抑えられたんだという断定が出来るのか、まだむしろ警戒をしていかな

ければならない、注意を払わなければいけないという判断でなければならな

いのではないかと思われるんですがそうしたことについて原子力対策本部の

中で十二分な議論というのはされないんでしょうか。あるいはそういったこ

とに対してどちらの可能性もある、不明点の多いところであれば予防的に考

えるべきだというような慎重意見というのはでないんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)ちょっと岩上さん誤解をされてらっしゃるかもしれませんけ

れども、毎月きちっと私どもが評価をして発表をさせてまいりました。その

評価の仕方は当初は、今はガス管理システムが出来ましたから 1 号機と 2 号

機につきましては、1号機はまだ試運転中というところもありますのでその評

価についてはもう少し時間が掛かるのかなと思っておりますが、もうしばら

く例えば 2 号機と同じように正確な値が出てくるものだというふうに思って

おります。それから 3 号機につきましてはこれも先々月までにおいてはなか

なか正確な数値が測れなかったという部分がありましたので、それを保安院

を通じてきちっとその完全なる確定値にすべく東京電力に対しましてはしっ

かりと採取をし、そしてそれが正確な数字として出てくるようにするように
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と求めてまいりました。その結果でありますけれども 1 号機から 3 号機極め

て保守的、私も生数字を聞かせていただきましたけれども極めて保守的に丸

めて少し大目で見たとしても 0.1mSv という評価でございましたので、本来な

らもう少し低い値でございましたけれどもこの点は保守的に見てということ

でございましたので0.1mSvという形を評価をさせていただいたというわけで

ございます。したがって今原子炉格納容器、建屋から出ている物はその数字

であると、以下であるということは申し上げられると思います。既に爆発を

して 3 月の当時爆発をして周辺に出て行ったものに関しましてはおっしゃる

とおりストロンチウムを始めまだなかなか分かってない部分がございます。

したがってその辺については今これからモニタリングを強化してしっかりと

調査をしていこうというふうに申し上げているということでございます。し

たがってオンサイトとオフサイトは分けて少しご議論をいただければという

ふうに思います。 

 

Ｑ：分かりました。収束宣言するということの背景についての先ほどの質問に

ついてちょっと立ち入りしたいんですけども、その再稼動そして原発の輸出

あるいは新設といった経済界も深く関わるところではあると思いますけれど

も、そうした要請も含めて原発を推進していっていだきたいという要請を受

けてのこの収束宣言といいますか、急ぎ足でおやりになっているんではない

かということについてお答え願いたいと思います。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。細野大臣、原発事故収束の担当大臣。そしてその下に

おります私大臣政務官としての立場は、当然ながらこの福島第一原子力発電

所の事故収束をしっかりとやっていかなければならないということでずっと

携わってきました。その中において一番最初に私も申し上げましたけれども

原子炉及び使用済燃料プール、これが安定的な冷却状態を確立するんだと。

それは何のためかというとやはり福島第一原子力発電所の事故によって避難

をされていらっしゃった方々が一刻も早く一日でも早く、ご自宅にご帰還を

され、そして国民の皆さま方が安心していただくんだと、その思いで、この

事故収束というものを今日まで携わってきて、あらゆる点において打てる手

は全力を尽くしてきたつもりでございます。したがって、何かほかの要因が

この中にあるということではなくて、細野大臣も当初であれば、来年の 1月、

この年内ではなくて 3 から 6 カ月という状況でございましたので、最大 6 カ

月をすれば、来年の 1 月、この年を超えてという状況もあったわけでござい

ますけれども、その点は一日でも早い状況を作りあげるんだというところを、

細野大臣そして枝野大臣、両大臣の命において、この年内の達成というもの
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を実現をすることができたというふうに私は、受け止めております。 

 

Ｑ：本日、野田総理会見でですね、これ 1 回ではない、複数回だと思いますけ

れども、今回のステップ 2 の終了に関して、完了に関して、管政権で決めら

れた定義、それに従って今回の事故収束を、事故収束ではないですね、すい

ません、原子炉の安定というようなお話になっているんだとおっしゃってら

したんですけども。管政権は脱原発依存という方向性を打ち出したことがあ

りますですね、そうした点から考えると、今の野田政権は、一体どうしよう

としてるのか、この政策の継続性というのはどういうことになっているのか、

野田政権になってからは、脱原発依存という路線に関して、大きな基本的な

方向性に関しては変わったのか、今、私、再稼働、輸出、新設って三つ言い

ました。この三つについて、野田政権はどうしようとしているのか、はっき

りお答えをいたけないかなというふうに思います。 

 

Ａ：(園田政務官)当然ながら、管前総理も、長期を睨んで脱原発依存体質を作

っていかなければならないということを申し上げたわけでございます。した

がって、その言わば方針といいますか方向性については、野田総理において

も引き継がれているものだというふうに私は、受けと止めております。そし

て、どういうベストミックス的なエネルギー体系を作っていくのかというと

ころを、今正しく、エネルギー環境会議において議論がなされており、そし

てその情報提供として、資源エネルギー庁の中にある、エネルギー総合エネ

ルギー調査会及び原子力委員会、内閣府にある原子力委員会、双方で原発の

状況、それから在り方、そしてエネルギーの在り方というものを総合的に今、

議論をさせていただいているところでございます。したがって最終的な結論

については、来年の夏をめどにということを、ずっと申し上げておるところ

でございますので、そこにおいて、エネルギーのベストミックスというもの

が、きちっと野田政権の中においてお示しができるのではないかというふう

に思っておるところでございます。 

 

Ｑ：すみません、やっぱり再稼働と輸出と新設の三つについて、これ現時点で

はどうするつもりなのか、現時点で明らかな、これ全く白紙というわけでは

ないでしょうから。このいろいろ中長期の話を議論はしていると、している

としても、止めれるものなのか、それとも再稼働なり輸出なり新設というこ

とに、肯定的な方向でドライブが掛かっているのか、そういうことをはっき

り、今の時点での政府の政策を明示していただけないでしょうか。国民に明

示していただきたいのです。 
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Ａ：(園田政務官)はい、申し訳ございませんが、事故対策という点でちょっと

私の所管を離れるわけでございますので、これ以上余り詳しくは申し上げら

れません。その点については、当然ながら、政府全体の話でございますので、

恐縮でございますが、もう少し高次の所に聞いていただければ、すなわち官

房長官がそういったことについてはお答えをすることになろうかというふう

に思っております。その上でありますけれども、当然ながら、今、目の前、

直近の目の前の再稼働については、ストレステストを行って、そしてそれに

ついての評価が保安院そして原子力委員会において行う、それを確認すると

いうことをもって、目の前についての直近の再稼働については、世界最高水

準の安全性を目指していくんだということで、日本版のストレステストを導

入をさせて、今、正しくそれを行っているんだというところだけは直近の部

分では申し上げられると思います。 

 

Ｑ：了解しました。官房長官にお尋ね下さいということなんですけど、官房長

官の会見にまだ入れない身なんで、是非とも入れるようにご助言いただけれ

ばと思いますが、よろしくお願いします。すいません、伊藤審議官、先ほど

のお話、私の質問にお答え願いたいと思います。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省です。岩上さんの方で、私どもの担当や分析センター

の専門家とお話いただいたということですが、ちょっと確認というか繰り返

しさせていただきます。横浜の方で土壌からストロンチウムが検出されたと

いうことで、文部科学省の方で日本分析センターの方に改めて分析をお願い

して、その結果については 11 月 24 日にプレス発表をさせていただいており

ます。四つの試料のうち二つの試料で、ストロンチウムの 90 というものが検

出されましたけれども、ストロンチウムの 89、これは半減期が 50 日というこ

とで、これが検出されるということは事故由来のストロンチウムだろうとい

う判断ができるわけでござますけれども、そのストロンチウムについては、

いずれの試料からも検出されなかったということが分かりました。これを踏

まえまして、この今回の測定から言えることは、その放射性のストロンチウ

ムについては、福島第一原子力発電所の事故に伴って、新たに沈着したもの

とはいえないという判断をしたところであります。 

 

Ｑ：すいません、私、これ、そのまんまで配信もしましたんで、繰り返しお聞

きしたんですけれども。結論づけてはいないというか、その可能性はあると

いいますか、例えば今でいう、ストロンチウム 89 の話がでましたけれども、
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これも9ヶ月も経っていてストロンチウム89を検出することができるという

ふうに考えるのが無理があるわけで、そういうことも含めて、もっと細かい

技術的な話ありました、ありましたけれども、断定まではしているわけでは

ないということと。それから 1 箇所だけの追試で、その横浜の資料だけで、

全ての首都圏全域にあるかないかということが断定できるわけがないはずで

すよね。ところが、追試は行わないというふうにおっしゃられて、この点に

ついても疑問がある。そして 2 次調査で、こういう首都圏のことは入って行

かないのかといったら入れないという話。本当だったら、広く調査を行って、

安全ならば安全だということを確認して、そして多くの国民に安心をはっき

り資料を示して、データを示して、安心をもたらしてもらいたいと願うとこ

ろなんですけども。どうしてこのような展開なのか、ちょっとお示しいただ

きたい。 

 

Ａ：(文科省)もちろんそれぞれに、ストロンチウム 89、90 にせよ、検出下限値

というのがございますので、それを下回った数値というのが何かといわれれ

ば、数学的にはないことはないということになろうかと思います。ただし、

同時に検出されましたストロンチウム 90 の測定値、これは過去のフォールア

ウトによる値と比べても、その範囲以内に入っておりますので、今、直ちに

健康、直ちにと申しますか、健康、被ばく線量の評価をしたところで、それ

に健康に影響を与えるような数値、被ばく線量にはならないというふうにま

ず考えられます。それから、今回の土壌調査では、福島において 6 月以降、

実施してきたわけですけれども、ご指摘のとおり 80 キロ圏内を中心にやりま

した。それ以外については、現在考えておりますのが 2 次調査といたしまし

て、80 キロ圏よりも外の地域において、土壌のサンプリングを行いながら、

その中で一つは放射性のセシウムとストロンチウムとの沈着量の比率に着目

した調査を行ってまいりたいというふうに考えております。したがいまして、

その放射性セシウムの特に沈着量の多い箇所を中心に、一般的にはその放射

性セシウムと同じような挙動を示すと申しましょうか、放出されることがあ

りますので、そういうセシウムが高い所をまず拾ってみて、そこでストロン

チウムが検出されるのかどうか、そしてその比率を調べながら全国的なとい

いましょうか、より広域の広がりの判断をしていくことになるんだろうと思

います。 

 

Ｑ：すいません、最後に確認ですけれども。文科省のこの原子力対策室でした

か、ごめんなさい、担当セクションの広報をやってる尾久さんは重ねて記者

会見、記者レクで、断定していないということをおっしゃったんですね。そ
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れは断定せずその可能性があると、否定できないというような言い方でした。

今の伊藤さんの表現だと断定しているように聞こえるんですけども、断定で

よろしいんでしょうか。つまり福島原発事故由来ではないと、日本分析セン

ターの結果を見てですね、この同位体の結果と違って福島原発事故由来でな

いと断定できる、結論、関連がないと結論付けられるということ。そういう

ような表現でよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)24 日のプレス発表文に書いありますけれども、今私それを読みあ

げてますけども、今回の測定で分かった範囲内においては、福島発電所の事

故に伴い沈着したものとは言えないというふうな文科省としての見解でござ

います。 

 

Ｑ：その 1 箇所だけなんですよね。だから横浜だけなんです。お答えになって

ない私の質問で、なぜ他の都内のことやあるいは所沢、そういった首都圏の

他のポイントで検出された。これ同位体の検出、検査ですけども、そういっ

た他のポイントでの追試を行わないんですかということに関して、まだお答

えいただいてないんですけども。そこを明確にお答えいただきたいと思いま

す。 

 

Ａ：(文科省)今回、横浜市の方の依頼を受けて検査された研究所の方の用いた

手法によりますとですね、土壌での土壌中ストロンチウムを測定するに際し

てはですね、注意と申しましょうか、正しくも正確な値が出ない可能性も指

摘されているところですので、今回はその詳細な精度の高い分析ができる方

法を用いたわけでございます。都内で何箇所か見つかっているっていう話に

ついては、報道等では存じ上げておりますけれどそれについて直接依頼、分

析の依頼があるわけではありません。それから先ほどの繰り返しになります

けども、第 2 次の調査においては関東域というよりはより仮に飛んでいたと

すればより検出される可能性の高い発電所の近い地域においてですね、かつ

セシウムの濃度の高い所で、まずストロンチウムの沈着状況、検出されるか

も含めて分析を行なって、その結果を踏まえてよりまたに広域なものが必要

なのかどうかの判断を専門家の方々にお願いしたいというふうに考えていま

す。 

 

Ｑ：分析の依頼を受けていないということでしたけども、これは横浜に関して

は横浜市からの依頼だったと思います。一般の市民からの依頼というような

ことは国は受け付けないということなのでしょうか。あるいはですね他の首
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都圏の自治体のどっかのポイントに関しても、これが自治体、都とかですね

県とかですね各市、市町村といった所が依頼をするのであれば国はこれは追

試を行うということなのでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)横浜からのご依頼に対して私どもで検査、分析をしましたのは横

浜市内で検出された民間の方が測定された結果について改めて市の方で検査

を行ったところ同様の傾向が見られたということでご依頼がありまして、そ

れに対して文部科学省としてもストロンチウムの広域での広がりの状況を確

認していく必要が今後あるだろうという中で、横浜市の分析結果について更

に追試するような形でお受けしたというものであります。今回、繰り返しに

なりますけども、分かりましたことは横浜市が依頼した民間の研究所で検出

されたというような高い濃度のストロンチウム90は入っていませんでしたし、

ましてその98も無かったということでこれについて繰り返しになりますけど

も発電所からの物では物だとは言えないと判断をしたところでございます。 

 

Ｑ：依頼について私質問しているんで、どういうことか。 

 

Ａ：(文科省)したがいまして、現在のところ個別の分析の依頼についてお受け

することは考えておりません。 

 

Ｑ：市町村から、自治体からの依頼であれば受ける可能性があるということな

んですかっていう確認なんですけども。 

 

Ａ：(文科省)それぞれの信頼性、測定の条件とか、それから分析手法とかも踏

まえて個別に判断することになるかと思います。 

 

Ｑ：自治体の依頼であっても今後必ずしも自治体から依頼があったとしても受

けない可能性もあるということですか。 

 

Ａ：(文科省)個別に判断させていただきたいと思います。 

 

○司会 

 はい。大分長くなっております。大変恐縮でございますけど、申し訳ござい

ません。政務官、もともと用事が入っておりましたのに 2 時間以上過ぎてお

りますので、以上で会見を終わりにさせていただきたいと思います。これま

でどうもありがとうございました。以上で会見を終わりにさせていただきま



 

95 
 

す。ありがとうございます。 

 

 


